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第 3 章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

3-1-1 上位目標とプロジェクト目標 

「タ」国は内陸国であり国内の物流や人の移動は道路輸送に大きく依存し、国内の幹線道路

は国内の物流だけでなく周辺国との交易を担う主要な経済インフラとなっている。「タ」国内

には約 30,000 km の道路網が整備されているが、その大部分が旧ソ連時代に建設されたもので

あり、経年及び 1991 年の独立後の内戦による損傷や老朽化が進行し、移動・輸送コストの増

大をもたらしている。こうした課題を解決するため、同国政府の「2025 年までのタジキスタン

共和国国家運輸開発特別プログラム」（2011 年）（National Target Development Strategy for 

Transport Sector of the Republic of Tajikistan to the Year 2025）では幹線道路の建設・改修及び維持

管理を重要目標として位置づけている。この中で本事業は、同プログラムでも重要路線として

位置づけられている首都ドゥシャンベ近郊及びクルガンチュベ～ニジノピャンジ間の幹線道路

を管轄する 2 つの道路管理局（以下 「管理局」という。）及びその管内の 22 の道路維持管理

事務所（以下 「事務所」という。）に道路維持管理機材を整備することにより、当該道路の

適切な維持管理及び旅客の移動・貨物輸送の効率化を実現することを目標とするものである。 

 

3-1-2 プロジェクトの概要 

本事業は、上記目標を達成するために首都ドゥシャンベ近郊及びクルガンチュベ～ニジノピ

ャンジ間の幹線道路を管轄する2つの管理局及びその管理下の22の事務所に道路維持管理機材

を整備するとともに、その運用・維持管理についての初期操作指導を実施することとしている。

これにより、当該道路上のポットホールの補修面積やオーバーレイ施工距離の増加、及びポッ

トホール補修用機材による道路補修を通じ補修箇所の強度・耐久性の向上並びに冬期の除雪・

融雪等の効率化が期待される。 

 

3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

3-2-1-1 基本方針 

本事業では、タジキスタン政府の「2025 年までのタジキスタン共和国国家運輸開発特別プロ

グラム」（2011 年）において重要路線と位置づけられている首都ドゥシャンベ近郊及びクルガ

ンチュベ～ニジノピャンジ間の幹線道路を管轄する 2 つの管理局（ハトロン州のクルガンチュ

ベ管理局及び共和国直轄地域のヒッサール管理局）を対象とする。クルガンチュベ～ニジノピ

ャンジ間の幹線道路は日本の無償資金協力で整備した区間でもあり、本事業の実施が日本の無

償資金協力で整備した道路の維持管理に寄与することも期待できる。 

本事業で整備の対象とする機材は、管理局の傘下で実際の道路維持管理業務を担当している

事務所が所掌する以下の業務に必要な機材とする。 
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表 3-2-1 管理局及び事務所の所掌業務 

業務名 具体的な内容 

道路補修作業（1） パッチング･クラックシール補修 

道路補修作業（2） オーバーレイ及び舗装打換え 

除雪、融雪作業 除雪･氷結除去、融雪剤･砂散布 

災害復旧 落石･土砂崩れ除去、崩落道路の復旧 

支援作業 機材の運搬、ワークショップや現場での機材整備･修理 

 

各機材の仕様については、自然条件・社会条件が類似している隣国のキルギス国「イシクク

リ州・チュイ州道路維持管理機材整備計画」で調達された機材の仕様を参考とする。 

なお、道路補修作業（2）のオーバーレイ及び舗装打換えについては、入札に付する区間を

MOT 本省道路総局が選定し、建設企業監理委員会が実施する入札に、民間企業及び事務所が

参加し、落札者が施工することになっている。しかし応札可能な民間企業が存在しない地域及

び僻地のため民間企業にとって採算の合わない地域では入札が成立せず事務所が施工せざるを

得ないため、オーバーレイ及び舗装打換え用の機材も本事業の対象とする。 

また、道路の大規模改修については、MOT がドナーの支援を得て実施せざるを得ない状況

であり、ドナーが主に国際入札により選定した業者が施工することから、本事業の対象外とす

る。 

 

3-2-1-2 自然条件 

ハトロン州（クルガンチュべ管理局）及び共和国直轄地域の自然条件は、下記のとおりであ

る。 

i. 気温 ：‐25°C～＋45°C 

ii. 標高 ：500～1,500 m 

iii. 降雨 ：年間 650 mm 程度 

iv. 積雪 ：10 cm ～ 150 cm 

厳冬期に使用される機材は、除雪に使用される機材に限定されるが、日本及び欧州で生産さ

れる機材の稼働条件内であり、特別な対策は必要ない。 

 

3-2-1-3 環境保護に対する方針 

本プロジェクトは、既設道路の改修作業に用いる機材調達であり、環境社会配慮のカテゴリ

ー分類はＣである。本プロジェクト実施に伴い、特別に配慮すべき環境社会面での影響はな

い。 

現在「タ」国は、維持管理機材・車輌エンジンの排気ガスに関して Euro-2 を規制値としてお

り、2013 年 4 月を目途に Euro-3 への移行を目指しているが、外国製品の輸入に頼らざるを得

ないこと等の理由から、厳格な適用は行っていない。 

一方、流通している燃料の一部に水、潤滑油などの不純物を含む等、品質面で安定性に欠け

ている。従って、主要機材には燃料フィルタやウォーターセパレータを装着してエンジン系統

の故障を防止すると共に、排気ガスによる大気汚染を軽減する。 

「タ」国の燃料品質と、周辺国での維持管理機材等の普及度を勘案し、Euro2～3 相当の排ガ

ス規制値を適用する。 
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3-2-1-4 運営・維持管理に対する対応方針 

「第 3-5-2 節 運営・維持管理費」に記載のように本計画にて調達予定の機材にかかる年間

運転・維持管理費は 4,740 千ソモニであり、2012 年度の MOT 道路維持管理予算 46,800 千ソモ

ニの約 10%に相当する。過去の予算の伸び率から判断すると、本計画にて調達した機材の運

転・維持管理に必要な予算は確保可能である。 

また各管理局・各事務所の機材運転・整備担当者が本計画にて調達予定機材の運転・維持管

理に必要な技術を保有していることを、調査団は現地調査及びヒアリング等により確認した。 

なお機材の稼働率を高めるためには、機材の故障を未然に防止する予防保全が必要なほか、

故障発生時には早急な修理が重要となるため、建設現場サイトで修理対応が可能となる修理機

材の調達を実施する。 

本事業による機材整備に加え、平成 23 年度要請・採択済の JICA 技術協力プロジェクト「道

路維持管理能力向上プロジェクト」が実施される予定であり、道路補修作業の研修等が計画さ

れていることから、ソフトコンポーネントは実施しないこととする。 

ただし通常建機サプライヤがメーカの技術者により実施する初期操作指導（主として機械の

運転・操作・日常点検） に、供与機械群を使用したポットホール修理・アスファルトフィニッ

シャによる舗装演習及び移動修理車や整備機材を使用した予防保全や修理・対処法についての

訓練を追加することとする。MOT からの要望により、MOT 管理局・事務所の職員を対象にク

ルガンチュベ管理局及びヒッサール管理局の 2 ヶ所で訓練を実施する予定である。 

 

3-2-1-5 予備部品の調達に対する方針 

MOT が 2009 年に EBRD 資金で調達した建機には、2 年分の補給部品とエンジン潤滑油が含

まれており、部品の管理は管理局単位でなされ、稼働記録と共に部品の出庫管理を行っている。

MOT は、EBRD 資金で調達したものと同程度の補給部品を希望している。その理由は、MOT

では機材調達後 1 年目は部品の使用状況を調査し、その調査結果を基に 2 年目に予算を申請し、

その結果として配賦された予算を活用して 3 年目から部品調達が可能になる、という制度にな

っているためである。よって、機材と併せて最低 2 年間分の部品を調達することが必要である。

本事業においても 2 年分の定期交換部品を中心とした補給部品を調達することとする。ただし

潤滑油については、本計画では調達しないことで MOT と合意した。 

 

｢タ｣国における代理店の現状は以下の通りであり、機材調達 3 年目以降、「タ」国内での必

要部品の調達は可能であると判断される。 

i. 建機：Caterpillar 社代理店 Zeppelin 社、日立建機代理店 Turkuaz Machinery Ltd., Dushanbe

社が登録されている。コマツ等他のメーカは販売が主流で、サービスに関してはロシ

ア、トルコ等の代理店が都度出張し対応しているのが実情である。但し、部品取次店

等は存在し、必要部品の入手は可能との情報である。非正規ながら TEREX（UK）、

VOLVO（スウェーデン）、HYUNDAI（韓国）のサービス体制も存在する。 
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ii. トラック：CINO Truck（中国）、KAMAZ（ロシア）製の車両が主流であるが、正規

のサービス代理店はなく、中国、ロシア、トルコ等の近隣国からの出張対応が実情で

ある。建機同様に、部品取次店は存在し、必要部品の入手は可能と判断される。 

 

3-2-1-6 調達国選定に係る方針 

「タ」国において普及している機材は旧ソ連製以外では中国製、欧州製、日本製である。

MOT は EBRD 資金により第三国製建機を調達したが、作業効率や燃費性能、故障頻度等の点

で日本製機材の方が優れていることから、本計画の調達機材については日本製を強く要望して

いる。 

また調達後に代理店を通して行う部品の調達や、修理に必要な情報の入手や適切な維持管理

方法などに関しては、日本製機材について必要情報を所有している。 

よって、本プロジェクトの調達計画では日本製品を中心に調達先を計画し、日本製品が存在

しない若しくは製作メーカ数が限られている場合は「タ」国での普及がみられ、日本製品と同

等の品質が確保できる欧州を中心とした第三国での調達を検討する。 

 

現在上述した第三国での調達の検討が必要な機材としては以下の 5 点である。 

i. 多目的車 

ii. スノープラウ（除雪板）（多目的車アタッチメント） 

iii. ロータリー除雪機（多目的車アタッチメント） 

iv. 融雪剤散布装置（多目的車アタッチメント） 

v. ラインマーカ 

上記機材の製造国には EU（Europian Union）加盟国かつ OECD（Organization for Economic 

Co-operation and Development）の DAC （Development Assistance Committee）加盟国ドイツ、フ

ランス、イタリア、スイス等があり、これらの国を調達国として検討する。 

モータグレーダ及びピックアップは、日本国内で製造する業者が限定されている。これらに

ついては日本と遜色のない技術を有し日本メーカ及び欧米メーカも現地生産を行っているタイ

を調達先に加える。 

i. モータグレーダ：日本、タイ 

ii. ピックアップ ：日本、タイ 

 

3-2-1-7 耐用年数にかかる方針 

「タ」国には耐用年数を直接規定した基準はないが、関連するものとして以下のソビエト連

邦時代の基準が存在する。 

 

(1) 省庁用建設基準 道路建設機材の使用に関するガイドライン、VSN（BCH） 36-90 
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表 3-2-2 省庁用建設基準 道路建設機材の使用に関するガイドライン、VSN（BCH） 36-90 

ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国道路省、1989 年 12 月 19 日承認、1991 年 5 月 1 日発効 
 

（中略） 

機材の使用停止及び企業の資産リストからの抹消 
 

2.35 機材、修理・補給用具及びその他の設備（以下 「機材等」という）の使用停止及び企業の資産リストから

の抹消が可能なのは、規定の減価償却期間の過ぎた機材等であるが、これには、その基本部品及び大部分の

ユニットがメーカの取扱ガイドラインにより限界状態に達していると判断されるという条件がつく。 

2.36 機材等を使用停止する、または企業の資産リストから抹消する場合は、建物・施設・機材・設備・輸送手段

及び当該企業の固定資本に含まれるその他の資産の処分・無償譲渡・売却の手続に関する現行ガイドライン

及び自動車タイヤ使用規則の規定・要求と齟齬のないように配慮する必要がある。 

2.37 機材等を使用停止及び資産リストからの抹消の作業を実施するために、指導部メンバー及び専門家から構成

される委員会が設置される。この委員会が指針とするのは 2.36 項に挙げたガイドライン及び規則である。

2.38 機材等の使用停止及び資産リストからの抹消に関する委員会は、機材等の全面的点検を行う義務を有する。

必要時には、機材等の分解も行う。 委員会のメンバーは、機材の限界状態の特定の精度について個人的責

任を負う。 使用停止及び企業の資産リストからの抹消は、文書（添付 7）、様式 OS-3 によって正式なもの

となる。 自動車（トレーラー、セミトレーラー）の車庫における資産リストからの抹消は、文書（添付 8）、

様式 OS-4 によって正式なものとされる。 

2.39 部品・ユニットの消失や耐用期間満了前の消耗及び事故によって機材が使用停止になった場合はすべて、責

任者に対して取られた処分及び耐用期間満了前の機材の故障が今後起こらないよう にするために企業が

取った対策を明示した故障・消耗の原因を説明する書類のコピーが、機材処分用文書に添付されなければな

らない。 

2.40 固定資産 

機材等の処分用文書の承認後、その機材は、国家交通監視局及び国家原子力産業監視局に登録されていれば

これらの機関での登録が抹消され、そして企業の資産リストからも抹消される。 

資産リストから抹消された機材等は、分解されそのユニット・部品は欠陥の有無の点検を受ける。使用可能

及び修理に利用可能な部品・ユニットは、企業が他の機材等の修理のために流用する。 

（後略） 

 

MOT に照会したが、上述した基準は表現が曖昧で MOT内での運用基準にはなり得ていない。

管理局では廃棄申請をするものの、廃棄に至るまでには上述したガイドラインに準ずる手続き

が必要であり、登録を抹消出来ないまま資産として残っているのが現状である。（特に2.38節） 

 

(2) 道路建設事業積算基準 （ソビエト連邦国家建設委員会、1980 年） 

国土交通省土木工事積算基準の舗装工・土工の歩掛表に相当するもので、機械経費を算定

するための年間標準使用時間（標準使用年数）を規定している。耐用年数を規定しているも

のではない。 

調査した範囲では、結論的には「タ」国には耐用年数を規定した基準は存在しないことが

判明した。 

 

(3) 日本国の耐用年数に関する規定 

1) 財務省、原価償却資産の耐用年数等に関する省令、（H24 年） 別表二（機械及び装置

の耐用年数表） 
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上記が規定する耐用年数は、下表のとおりである。 

表 3-2-3 別表二（機械及び装置の耐用年数表）抜粋 

番号 用途 細目 耐用年数 適用建機 

29 鉱業、砕石業、砂利採取

業用設備 

その他の設備 6 年 骨材クラシャー 

30 総合工事業用設備 ― 6 年 アスファルトプラント、舗装機

材 

土工機械、運搬機械など 

53 自動車整備用設備 ― 15 年 ワークショップ整備機材 

 

本耐用年数は減価償却算出時の基準であり、実際に現場で運用されている耐用年数より

は短いものになっている。 

2) （社）日本建設機械化協会、建設機械等損料表（H24 年度） 

平成 24 年度建設機械等損料表が規定する機種の中で、今回のプロジェクトで供与を検

討している機種の標準使用年数は表 3-2-4 の通りである。 

表 3-2-4 建設機械等損料表における標準使用年数 

 

本表によると、最短 4.8 年、最長 15.5 年、単純平均で 11.5 年の標準使用年数が示されてい

るが、実際の現場の実情に近いものと判断できる。よって耐用年数は本表を基準にすること

とする。  

H8年度 H13年度

分類コード 緒元 機関出力 機械質量 標準使用 標準使用 標準使用

kW Ton 年数（年） 年数(年） 年数(年）

1 アスファルトカッタ 1161-011 切削深15 cm 9 0.18 7.5 4.0 6.0
2 振動コンパクタ 0807-018 60 kg, gasoline 3.2 0.06 6.0 3.0 4.6
3 ハンドブレーカー（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ） 0603-067 20 kg - 0.02 5.5 3.0 4.5

4 エアーコンプレッサー（第2次基準） 1201-033 5m
3
/min 38 0.9 13.5 7.0 10.4

5 アスファルトスプレーヤ 1019-017 25 L/min 2.4 0.06 4.8 3.0 4.4
6 ハンドガイドローラ 0804-014 0.5-0.6 t 3 0.6 13.5 6.2 10.6
7 アスファルトディストリビュータ 1005-022 6000 L 146 2.9 11.0 7.0 10.4
8 アスファルトフィ二シャー 1003-011 2.4-4.5 m 39 6.7 12.0 8.0 10.8
9 ロードローラ 0801-031 8-10 t, 1.7 m幅 77 9.4 15.5 8.0 12.2

10 タイヤローラ 0802-021 8-20 t 71 14.8 15.0 8.0 12.2
11 散水車 1108-012 8000 L 199 7.5 12.0 7.0 10.6
12 モータグレーダ（第2次基準） 0701-013 3.7 m 115 13.5 15.5 6.8 11.8

13 クローラエクスカベータ（第2次基準） 0202-１13 0.8 m
3 104 19.8 9.0 5.2 7.2

14 ホィールローダ（第2次基準） 0207-063 2.5-3.0 m
3 117 13.8 12.0 6.0 11.0

15 ブルドーザ（第2次基準） 0101-013 21t 152 21.9 11.5 5.8 10.1
16 ダンプトラック 0301-011 10 ton 246 9.7 11.0 5.0 8.1
17 アスファルトプラント（バッチ式工場用） 1001-018 30 t/h 120 40 10.0 6.0 8.9
18 骨材プラント（Jaw Crusher） 4301-18 1000 x 1200 mm 130 59 10.7 8.0 8.8
19 多目的車 5006-012 130 kw, 4 x 4 130 6.6 12.0 6.0 9.8

19-1 スノープラウ 5002-031 13.5
19-2 ロータリー除雪機 5007-031 15.0
19-3 融雪剤散布装置 5203-027 14.5

20 クレーン付トラック 0302-021 5 t+吊り2.9 t 148 5.4 12.0 5.0 9.1
21 トラックトレーラ 0303-011 25 t 235 17.2 12.0 6.0 9.1
22 ピックアップ 0302-011 2 t 98 2.5 12.0 6.0 9.1
23 ラインマーカー 1121-022 15･20 cm, 130 kg 71 4.8 10.5 5.0 7.6
24 移動修理車 0302-021 5 t+吊り2.9 t 148 5.4 12.0 6.0 9.1
25 整備機材

26 軸重・荷重計 1701-018 60 t, 3 x 15 m 0.3 14.5 12.5 7.0 10.6
標準使用年数（単純平均） 11.5 5.6 8.7

建設機械等損料表（H24年度版）
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3-2-2 基本計画（機材計画） 

3-2-2-1 全体計画 

MOT が実施している道路維持管理作業のうち、本プロジェクトの対象作業は、前述の 5 作

業であるが、以下に各作業の作業項目、留意点及び使用機材編成を述べる。 

表 3-2-5 作業別機材編成 

作業 作 業 内 容 作業順序／留意点／使用機材 

道路

補修

（1） 

パッチング 

作業順序：パッチング範囲周辺の As 切断 → As 破砕・除去 → 清掃 →

プライムコート塗布 → As 合材充填 → 転圧・締め固め 

留意点：確実な補修範囲の成形切断と As 除去後の清掃及び As 合材の十

分な締め固めが求められる。 

使用機材：アスファルト（As）カッタ、ハンドブレーカ 

エアーコンプレッサ、As スプレーヤ、ハンドガイドローラ、振動コンパ

クタ、ダンプトラック 

クラックシール 

作業順序：クラックシールの清掃 → ストレートアスファルト充填 → 

砂による養生 

留意点：確実なクラック内部の清掃と、ストレートアスファルトの十分

な充填が求められる。 

使用機材：エアーコンプレッサ、As プレーヤ 

道路

補修

（2） 

オーバーレイ及び 

舗装の打ち換え 

作業順序：舗装面の清掃（又は、路面の十分な締め固め） → プライム

コート塗布 → アスファルト合材敷均し → 転圧・締め固め 

留意点：アスファルト合材の敷き均し厚さの管理と、路面の十分な転圧・

締め固めが求められる。 

使用機材：As ディストリビュータ、As フィニッシャ、ロードローラ、タ

イヤローラ、散水車、エクスカベータ、ホイールローダ、モーターグレー

ダ、ダンプトラック 

As プラント、骨材プラント 

除雪・ 

融雪 

除雪・氷結除去 

作業順序： 

A.積雪初期の除雪 → 圧雪の除雪 → 路面氷結の除雪 

B.吹きだまりや積雪 50cm 以上の深雪除雪 

留意点：積雪量及び状態に応じた除雪方法と、機材の選定が求められる。

使用機材：除雪トラック、スノープラウ、ロータリー除雪機、モーター

グレーダ 

融雪剤・砂散布 

作業順序：融雪剤及び砂の散布 

留意点：気温と積雪量及び道路状況に応じた融雪剤と砂の配合と、散布

量の調整が求められる。 

使用機材：融雪剤散布機 

災害

復旧 

落石・土砂崩れ除去 

作業順序：落石及び土砂崩れの撤去・積み込み → 落石・土砂の搬出 

留意点：迅速な土砂の撤去・積み込みと、搬出が求められる。 

使用機械：エクスカベータ、ホイールローダ、ブルドーザ、ダンプトラッ

ク 

崩落道路の復旧 

作業順序：土砂の運搬 → 土砂埋め戻し → 転圧・締め固め → 路面舗

装 

留意点：迅速な土砂の運搬及び埋め戻しと、十分な転圧・締め固めが求

められる。 

使用機材：エクスカベータ、ホイールローダ、ダンプトラック、舗装機

材一式（オーバーレイ機材と同様） 
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作業 作 業 内 容 作業順序／留意点／使用機材 

支援 

機材、作業員の運搬、

他 

作業順序：機材積み込み → 移動 → 機材積み降ろし 

留意点：調達機材の重量及び寸法を考慮し、安全に積み込み・運搬する

ことが求められる。 

使用機材：クレーン付きトラック、トラックトレーラ、ピックアップ、

ラインマーカ 

現場での機材修理 

作業順序：移動 → 機材修理 → 移動 

留意点：調達機材に発生する小・中規模の故障に対して、現場修理が可

能な設備・工具を搭載すること及び、道路状況の悪い現場に急行できる

移動性能（４WD 等）が求められる。 

使用機材：移動修理車 

ワークショップでの 

点検・修理 

作業順序：機材受け入れ → 点検、整備、修理 → 作業現場に搬出 

留意点：受入れ機材を迅速に点検、整備、修理すること及び、老朽化し

た建機の修理や、必要部品の製作等に対応出来る設備が求められる。既

存の設備内容が極端に少ない現状を考慮し、供与設備は基本的な内容に

限定し、複数の事務所に設置する計画とする。 

使用機材：整備機材 

その

他 

過積載車両の取締 

作業順序：重車両の受入→軸重・総重量の計測→過積載貨物の荷下ろし

留意点：過積載車両により舗装路面の損傷防止には過積載の取締は不可

欠である。法整備との連携が必要である。 

使用機材：軸重・荷重計 

センターライン等の 

白線引直し 

作業順序：マーキングヶ所の清掃→使用材料品質確認→マーキングヶ所

の養生→一般交通への供用 

留意点：除雪作業等で摩耗した白線の引直しは交通安全確保のために重

要な作業となる。材料は溶着式を使用する。 

使用機材：ラインマーカ 

 

3-2-2-2 各機材の基本仕様の設定 

機材の基本仕様は、設計方針及び国土交通省土木工事積算基準の舗装工・土工に示される標

準仕様を基に、既存機材仕様と現地での普及度及び、類似案件である「キルギス国イシククリ

州・チュイ州道路維持管理機材整備計画」の使用状況を考慮し検討する。その結果、適当と判

断される機材の基本仕様を下表に示す。 

基本的にはキルギス国案件と本計画の作業内容は同一である。また、キルギス国案件で調達

された機材の使用状況が良好であることから、その仕様は作業内容に対して適していると判断

できる。よって、本計画の機材仕様はキルギス国案件の調達機材仕様と基本的には同一のもの

となる。 

除雪機については、キルギス国と同様に、多目的トラックにスノープラウ（除雪板）、ロー

タリー除雪機及び融雪剤散布装置をアタッチメントとして取り付け可能とし、冬期・夏期を通

じて活用できる仕様とする。 
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表 3-2-6 機材基本仕様（案） 

作

業 
機  材 

対 象 作 業 
基 本 仕 様 

選 定 理 由 

道

路

補

修

作

業 

アスファルトカッタ 
アスファルト切断 切削深さ 150 mm 

※キルギス国と同仕様 既設舗装の厚さ 50 ～ 100 mm 

振動コンパクタ 
路面転圧 重量 70 kg 

※キルギス国と同仕様 一般仕様 

ハンドブレーカ 
アスファルト破砕 重量 7 kg 

※キルギス国と同仕様 一般仕様 

エアーコンプレッサ 
圧縮空気供給（ハンドブレーカ） 空気吐出量 5.1 m3 

※キルギス国と同仕様 ハンドブレーカ×2 台の消費空気量 

アスファルトスプレーヤ 
タックコート、アスファルト散布 タンク容量 400 Lit 

※キルギス国と同仕様 一般仕様 

ハンドガイドローラ 
路面転圧 重量 650 kg 

※キルギス国と同仕様 一般仕様 

ダンプトラック 
砂利、砕石、アスファルト合材運搬 積載荷重 14  t 

※キルギス国と同仕様 一般仕様、骨材プラント能力 

アスファルト 

ディストリビュータ 

アスファルト散布 タンク容量 6,000 Lit 

※キルギス国と同仕様 一般仕様 

アスファルトフィニッシャ 
アスファルト合材敷き均し 均し幅 4.7 m 

※キルギス国と同仕様 一車線幅 

ロードローラ 
路面転圧 重量 10 t 

※キルギス国と同仕様 一般仕様 

道

路

補

修

作

業 

タイヤローラ 
路面転圧 重量 15 t 

※キルギス国と同仕様 一般仕様 

散水車 
路面散水、ローラ類へ給水 タンク容量 8,000 Lit 

※キルギス国と同仕様 一般仕様、ローラへの給水量 

クローラエクスカベータ 
砂利採集、積み込み バケット容量 0.8 m3 

※キルギス国と同仕様 普及機種 

ホイールローダ 
砕石運搬 バケット容量 2.5 m3 

※キルギス国と同仕様 プラントへの供給量 

モータグレーダ 
路盤成形 ブレード幅 3.7 m 

※キルギス国と同仕様 一般仕様、一車線幅 

アスファルトプラント 

アスファルト製造 

生産能力 35 t/h 

※キルギス国と同仕様 
最低必要量 

32.9 t/h ＝ 80 m/h × 3.5 m × 5 cm × 

2.35 t/m3 

骨材プラント 
砕石製造 生産能力 35 t/h 

※キルギス国と同仕様 アスファルトプラント能力と同等 

除

雪

・

融

雪

作

業 

除雪トラック 

（多目的車＋スノープラウ） 

初期除雪 4WD、スノープラウ幅 3.0 m 

※キルギス国と同仕様 各種除雪装置取り付け可能機種 

ロータリー除雪機 

（多目的車＋ロータリー除雪機） 

深雪除雪 ロータリー径 750 mm 

※キルギス国と同仕様 多目的車対応アタッチメント 

融雪剤散布装置 

（多目的車＋融雪剤散布装置） 

融雪剤・砂散布 ホッパ容量 2.0 m 

※キルギス国と同仕様 多目的車対応アタッチメント 

モータグレーダ 
氷結除去 ブレード幅 3.7 m 

※キルギス国と同仕様 道路補修と兼用 
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作

業 
機  材 

対 象 作 業 
基 本 仕 様 

選 定 理 由 

災

害

復

旧

作

業 

エクスカベータ 
落石・土砂撤去及び積み込み バケット容量 0.8 m3 

※キルギス国と同仕様 道路補修と兼用 

ホイールローダ 
落石・土砂撤去及び積み込み バケット容量 2.5 m3 

※キルギス国と同仕様 道路補修と兼用 

ブルドーザ 
落石・土砂撤去 

重量 20 t 
除雪作業と兼用 

ダンプトラック 
落石・土砂運搬 積載荷重 14 t 

※キルギス国と同仕様 道路補修と兼用 

舗装機材一式 ――道路補修機材と同様――  

支

援

作

業 

クレーン付きトラック 
小型機材（パッチング用）運搬 積載荷重 4.0 t、2.8 t クレーン搭載 

※キルギス国と同仕様 パッチング資機材重量合計 約 3.5 t

トラックトレーラ 
大型機材運搬 

積載荷重 25.0 t 平低床 
大型機材重量 約 21 t 

ピックアップ 
融雪剤、作業員の運搬 

4WD、ダブルキャブ 
普及機種 

ラインマーカ 
白線引き 

乗用型 
 

移動修理車 
現場修理 4WD、積載 8t クラス、アルミバン

修理機材・工具搭載、クレーン 

※キルギス国と同仕様 
現場修理必要機材搭載 

整備機材 
ワークショップ内での点検・整備 ガントリークレーン、発電・溶接機、

エアーコンプレッサ等 点検・整備に必要な基本的機材 

軸重・荷重計 
過積載取締り 

軸重・車両重量の測定可能型 
測定重量 70 t 

 

3-2-2-3 必要台数の設定 

(1) 道路補修作業（1）（パッチング、クラックシール等） 

現場における道路維持管理を担当する事務所は、クルガンチュべ管理局管内に 13 事務所、

ヒッサール管理局管内に 9 事務所ある。現在全ての事務所で夏期は事務所の作業員が 2－3

班に分かれてパッチング及びクラックシール補修作業を行っているが、各事務所では施工機

械の老朽化等により手作業に頼っている。 

 

表 3-2-7 記載の機械は機械群（フリート）として稼働することになるが、アスファルトカ

ッタ、振動コンパクタ及びハンドブレーカは作業効率を上げる目的で 1 台のコンプレッサに

2 台を配置する。又これら小型機材は消耗が激しく、突発的な故障時に全体の作業が止まる

ことを防止するための、予備機の役割も果たしている。 

クルガンチュベ管理局の管轄下にある事務所数・維持管理する道路延長等を勘案し、3:2

の比率でフリート数を決定した。またクルガンチュベ管理局管内の南西部の事務所にはモー

タグレーダが配置されていない事務所が存在するのでモーターグレーダを 2 台配置する。 
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表 3-2-7 道路補修作業（1）（パッチング、クラックシール等）で必要な機材数量 

機 種 名 仕   様 
台数 

K G 

アスファルトカッタ 切削深さ 150 mm クラス 6 4 

振動コンパクタ 重量 70 kg クラス 6 4 

ハンドブレーカ 重量 7 kg クラス 6 4 

エアーコンプレッサ 空気吐出量 5.1 m3/min クラス 3 2 

アスファルトスプレーヤ タンク容量 400 Litter クラス 3 2 

ハンドガイドローラ 重量 650 kg クラス 3 2 

モータグレーダ ブレード幅 3.7 m クラス 2 － 
「K」はクルガンチュベ管理局、「G」はヒッサール管理局を意味する。（以下、表 3-2-8、3-2-9、
3-2-10 も同様。） 

 

(2) 道路補修作業（2）（オーバーレイ及び舗装の打ち換え） 

1) A/P 生産能力及び台数 

As 合材は舗装現場到着時の温度が 110℃以上である必要がある。夏場の気温等から判断

すると現実的な運搬可能な距離は片道 100 km（最大 150 km）が目安となり、各管理局に

A/Pを 1台を検討することが妥当と判断される。又、C/Pは、A/Pに併設されていることが

基本となるため、同様に各管理局に 1 台を計画する。 

 

管理局での聴取をもとに舗装計画量を、道路幅 3.75 m x 2 車線＝7.5 m、平均舗装厚

10cm、年間施工距離 5 km、プラントロス率 10％、As 合材単位体積重量 2.381 ton/m3 とす

ると、As プラントの生産能力は以下のように求められる。 

 年間必要生産能力：7.5 m x 0.1 m x 5,000 m/年 x 1.1 x 2.381 ton/m3 = 9,822 t/年 

ヒアリング結果を基に A/P の１日の稼働を 4 時間（h）、1 年間の稼働日数を 6 ヶ月 x 20 

= 120 日/年とすると、1 時間当たりの必要生産能力は、以下の通りである。 

 必要生産能力（再舗装用）：9,822 t/年 ÷（120 日ｘ4h/日）＝ 20.5 t/h 

 

また、パッチング補修用として、1 年間に使用しているコールド As 8,000-10,000 トンの

約 1/2が本プラントで製造されるAsに置き換えられるとすると、パッチング作業用として

必要となる生産能力は以下のとおりとなる。 

 必要生産能力（パッチング用）：5,000 t/年 ÷ （120 日 x 4h/日）=10.4 t/h 

よって、時間当たりの A/P の生産能力は、 

 必要生産能力：20.5 t/h + 10.4 t/h = 30.9 t/h 

 

以上より、A/P の一般的な仕様から 35 t/h の機種を選定する。 

 

2) 骨材プラント生産能力及び台数 

C/P は、A/P に材料を供給する設備であり、その生産能力は、材料不足を招かないよう

にAsプラントの 1.5倍の生産の力を有するものを準備する必要がある。本計画では、骨材

プラントの稼働時間を A/P の 1.5 倍（＝6 時間／日）と設定し、生産能力は A/P と同等の

35 t/h で計画する。 
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3) 舗装用機材 

この 2 か所のプラントから生産される As 合材を用いて、オーバーレイや舗装の打ち換

えを実施するためには、各管理局に最低 1 セットの舗装用機材が必要になる。現在、クル

ガンチュべ管理局のコールド As 使用量は年間約 8,000－10,000 トン、ヒッサール管理局で

は同 4,000－5,000 トンである。クルガンチュべ管理局管内では、国際道路や国道の自力に

よる舗装を計画していること、ヒッサール管理局では、舗装率の低い地方道路の舗装を計

画していることなどから、各管理局に 1 セットのプラントの調達を実施する。 

またパッチング用に年間 5,000トンのホットAsを使用するとした場合、補修されるポッ

トホールの面積は以下のように算出される。 

As の使用量は、次式による。 

車道及び路肩・歩道： 

使用量 = 設計面積（m2）×仕上り厚さ（mm）／1,000×締固め後の密度（t/m3）×（1+

ロス率） 

設計面積を求めると以下の式となる。 

設計面積(m2 ) =  

使用量

仕上り厚さ（mm）／1,000 ൈ締固め後の密度（t/݉ଷ） ൈ（1 ロス率）
 

使用量：5,000 トン, 仕上り厚：150 mm 

ロス率： +0.10 歩道相当（面積が少ないのでロス率は大きくなる） 

As 混合物の締固め後密度： 

ホット As を車道及び路肩に使用する場合の標準的な値 2.35 t/m3 

設計面積ሺmଶሻ ൌ 5,000150／1,000 ൈ 2.35 ൈ（1  0.10） ൌ 12,894mଶ 

現状は「タ」国産のアスファルト分の多い原油を砂利又は砂と夏季の高温時にヤードで

モータグレーダ等により機械混合することにより「コールドアスファルト」を製造し、補

修材としてポットホールの修理を行っている。あくまでも仮補修であり、強度及び耐久性

に問題がある。（現況写真 2/3 及び 3/3 参照） コールドアスファルト（一部購入アスファ

ルト）を使った 2012 年ポットホール修理実績は、クルガンチュベ管理局 52,368 m2 に対し

てヒッサール管理局は 26,487m2 と約 1/2 であった。よって 2017 年の目標値はクルガンチ

ュベ管理局 13,000 m2、ヒッサール管理局 6,000 m2とした。 

 

舗装現場へ As 合材を供給するために必要となるダンプトラックの台数は、以下の通り

算出される。 

 As 合材積込み時間：20 分（待ち時間含む） 

 往復時間：約 60 分 （=（平均往復距離 50 km ÷ 平均走行速度 50 km/h）x 60 分） 

 As 合材供給時間：15 分 

 積み込み時間～供給時間までの合計：95 分 

 ダンプトラック時間当りの運搬量：（60 分/h ÷ 95 分）x 積載量 10 t /台= 6.3 t/（h・

台） 

 As フィニッシャ施工速度：35m/h 
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35m/h x 舗装厚 0.1mx 舗装幅 3.75m x As 比重 2.35 t/m3 = 30.8 t/h 

よって、ダンプトラックの必要台数は、30.8 t/h ÷ 6.3 t/（h･台） = 4.89 台 ≒5 台 

As 合材の運搬距離を 100 km とすると、上記計算で同じ作業量を確保するためにはダ

ンプトラック 15 台が必要となるが、本機材計画では必要最小限の台数として、プラン

トに各 5 台のダンプトラックを調達することとする。 

プラントの建設候補地について 

クルガンチュべ管理局管内では、サルバンド（クルガンチュベ市から 13 km）に民間の

A/P が 1 台あるのみで、クルガンチュべ市周辺には存在しない。現在、日本の無償資金協

力による第二次クルガンチュベードゥスティ間道路改修計画で施工中の日本業者が、クル

ガンチュベ市から 32 km に位置するルミ事務所管内に A/P と C/P を設置しているが、2013

年 8月の工事終了後には撤去する予定である。MOTは、このプラント撤去後の敷地に A/P

と、C/P を設置する計画である。 

なお、現在 C/P は 15 km 離れた河

川敷にあるが、防犯・安全管理上の

観点から A/P に隣接させて設置する。

この場合、新プラントに原石を 15 

km 運搬することになる。C/P の運

転は、極力 A/P の稼働していない時

間帯や夏期以外のアスファルト舗装

施工を行わない時期に行うことを原

則にするが、原石運搬距離が長い為

原石運搬用トラック 2 台を配置する

こととする。この 2 台は、災害復旧

作業にも活用することとする。 

ヒッサール管理局内では、MOT

はドゥシャンベ市東北部のハルニホ

ン川の河川敷を候補地としている。

その用地は現在中国企業が自社工事

の為に A/P と C/P を設置しているが、2012 年 12 月には撤去する計画である。MOT は、こ

の跡地に A/P と C/P を設置したい計画である。A/P と C/P は 1 km の距離にあり、骨材用の

原石も 500 m 以内の河川敷内での採集が可能である。 

C/P の運転は、A/P の稼働していない時間帯や夏期以外のアスファルト舗装施工を行わ

ない時期に行うことを原則とし、原石運搬用トラックは配置しない計画とする。 

両候補地共に既存の設備の跡地にあり、民家からも数 km 離れているため、環境面でも大

きな問題は発生しないと判断される。 

 

  

図 3-2-1 プラント位置図 

凡例： 

  設置予定地 

  既存の A/P,  

S は国家が所有,  

P は民間が所有 

数字はプラント基数
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表 3-2-8 道路補修作業（オーバーレイ及び舗装打ち換え）で必要な機材数量 

機種名 仕様 
台数 

K G 

As フィ二シャー 敷き均し幅 4.5 m 1 1 

As ディストリビュータ* タンク容量 6,000 Litter クラス 1 1 

ロードローラ 重量 10 トンクラス 1 1 

タイヤローラ 重量 15 トンクラス 1 1 

散水車 タンク容量 8,000 Litter クラス 1 1 

モータグレーダ ブレード幅 3.7 m クラス 2 2 

クローラ式エクスカベータ** バケット容量 0.8 m3クラス 1 1 

ホィールローダ** バケット容量 2.5 m3クラス 1 1 

ダンプトラック** 積載重 14 トンクラス 5 5 

As プラント 生産能力 35 t/h クラス 1 1 

骨材プラント 生産能力 35 t/h クラス 1 1 
*印は当初要請にはなかったが MOT との協議の結果、作業効率向上に不可欠なため各一台を追加。  
**印は、プラントの稼働を維持するための機材 

 

(3) 除雪・融雪作業 

クルガンチュべ管内には 3 ヶ所の峠があるが、この中で特に積雪の激しい峠はフロソン

事務所管内（18km、積雪 30－40 cm）、とヤバン事務所管内（16 km、積雪 30－50 cm）の

2 箇所である。 

冬季 4－5 ヶ月の除雪作業に必要な台数は下記のとおりとなる。 

 （峠距離（18 km + 16 km）x 2 車線）÷（8 h/日 x 10 km/h・台）＝ 0.85 ≒ 1 台 

 

ヒッサール管理局管内の積雪は全域にわたっている。積雪の最も深刻なファイザバード

事務所管内（峠の積雪 1.5m）の除雪作業に必要な台数は以下の通りとなる。 

 （国際幹線 48 km x 2 車線）÷（8h/日 x 10 km/h･台）= 1.2 ≒1 台  

 

以上より多目的車及びアタッチメントは各管理局に 1 台を設置することとする。またモ

ータグレーダは車両類の通行の障害にならないように降雪と同時に広範囲にわたって除雪

する必要があり、EBRD 資金により供与された中国製モータグレーダと合わせて、各事務

所最低 1 台は冬期に稼働可能なモータグレーダを配置することとする。クルガンチュベ管

理局（13 事務所）は中国製モータグレーダを 9 台保有しているので 4 台、ヒッサール管理

局（9 事務所）は既に 8 台保有していること及び豪雪地帯が管内にあるので 1 台を追加し

て 2 台を設置する計画とする。道路補修（2）の目的で供与した 4 台のモータグレーダは冬

期はモータグレーダ故障時及び以上積雪時等の非常時用の機材とする。 

  



 

- 48 - 

 

図 3-2-2 除雪状況 

 

表 3-2-9 除雪・融雪作業で必要な機材数量 

機種名 仕様 K G 
多目的車 4WD、アッタチメント取付け用 PTO 付 1 1 

スノープラウ 幅 3,000 mm クラス 1 1 

ロータリー除雪機 ロータリー径 750 mm クラス 1 1 

融雪剤散布装置 ホッパー容量 2 m3クラス 1 1 

モータグレーダ ブレード幅 3.7 m クラス 4 2 

 

(4) 災害復旧作業 

両管理局共に、降雪や降雨による災害地域を抱えているが、管理局傘下の事務所が保有

している機材をみると、モータグレーダやホィールローダ等の一部機材以外は、数年後に

は老朽化により稼働不可能な状態になると推定される。 

ダンプトラック、エクスカベータ：クルガンチュべは、北部、南部、西部の各地域で災

害が発生しているが、民間の建設業者もなく緊急時に建機の借り上げも出来ない現状であ

る。ダンプトラック＋積込機（エクスカベータ及びホィールローダ）3 セットを配置する

必要がある。一方、ヒッサール管理局内には他のトラック類が存在するため、管内での転

用が可能と判断し、最低限度の１セット（ダンプトラック+エクスカベータ）を配置する。 

よって、表 3-2-10 に示す機材を災害復旧用機材として配置する。 

表 3-2-10 災害復旧作業で必要な機材数量 

災害復旧機材 K G 

ダンプトラック 3 台 1 台 

エクスカベータ 2 台 1 台 

ホィールローダ 1 台 －* 

ブルドーザ 1 台 1 台 
*既存の保有機材が災害復旧に使用可能であるため 

 

ブルドーザは当初要請に含まれていなかったが、降雪除雪、災害復旧、その他の土木作

業に多目的に使える機材であり、追加要請は妥当と判断し、災害復旧機材に含めることと

する。 

エクスカベータについては、当初要請にはホィールエクスカベータであったが、協議の

際に MOT からクローラーエクスカベータへの変更要請をなされた。現状はトレーラー等
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の移送手段がないためホィールローダに故障が多発しているとのことである。ホィール式

は軟弱地盤や災害復旧時等には不適であり使用範囲が限定されることから MOT から年間

を通して使用率の高いクローラ式に変更したいとの提案があった。本提案は妥当なものと

判断し変更を受け入れた。 

 

(5) 支援作業 

1) クレーン付トラック 

道路補修作業（1）（パッチング及びクラックシール）のための小型機材の運搬、水、砕

石や資材調達・運搬のために、各管理局に 1 台配置する。 

2) トラックトレーラ 

各管理局が調達する舗装機材は管内全域で稼働する。舗装機材の内、As フィニシャ、

ロードローラ、タイヤローラ等は自走が不可能なため、運搬用として各管理局に 1 台のト

ラックトレーラの配置を実施する。当初要請には含まれていなカッタが、建機の移送手段

を持つことにより、建機を本来の目的に沿って有効に使用できること及び自走による建機

への負担を軽減できる点を MOT に説明し追加することで合意した。 

3) ピックアップ 

各管理局の冬季の最大の業務は除雪作業であり、上述のとおり除雪作業用機材を整備す

る計画であるが、引き続き手作業等での除雪作業も必要になることが想定される。除雪作

業は深夜から早朝にかけて可能な限り短時間で実施することが求められるため、作業員の

移送、作業の効率化及び作業員の作業環境改善（3K からの解放）のために各管理局に 2

台ずつのピックアップを配置する。 

4) ラインマーカ 

「タ」国では道路センターラインが明確に視認できる道路は首都ドゥシャンベを除くと

極めて少ない。冬季の除雪作業の影響及び白線がペイントで焼き付け式ではない等の理由

で道路の白線が短期間に視認できなくなるため、交通安全上の理由からも毎年白線引きが

必要になっている。1 台をヒッサール管理局に配置し、両管理局で使用する。 

5) 移動修理車 

各事務所が所有している整備機材はハンドツール程度であり、日常整備は出来るものの、

小修理やそれ以上の修理に関しては、事務所に持ち帰っての修理や、サービス代理店等で

修理を受けることにより対応している。移動修理車を管理局に配置して各事務所を巡回さ

せ、機材の整備や、小修理を現場で可能とすると共に修理が必要な機材の一部（コンポー

ネント）を整備機材が配置される事務所に持ち帰って修理させるなど、多目的な活用が期

待できる。各管理局に 1 台の配置を実施する。 

6) 整備機材（道路維持管理機材用） 

上述のとおり、各事務所の整備機材はハンドツール程度である。各管理局管内で機材修

理に関し中心的な役割を担うことが可能な事務所を各管理局が選定した上で整備機材を配

置し、周辺の事務所の機材整備を集中して実施できる体制を構築することを想定する。各

管理局に 2 セット配置する。 

7) 軸重・荷重計 

クルガンチュベ管理局管内の日本国の無償資金協力にて整備された路線（AH-7）上のア
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フガニスタン国境、ニジノピャンジのアフガニスタンからタジキスタンに入国する方向の

本線脇に 1 台設置する。 

過積載の取締状況は、ウズベキスタンが国として過積載の取締を厳しくしており、過積

載車両が通過してくる国境は、中国・キルギス・アフガニスタンである。アフガニスタン

国境はパキスタンからセメントを満載した重車両が通過し、ドゥスティ－ニジノピャンジ

道路が損傷する一因となっている。予防措置として過積載車両を取り締まることの妥当性

は認められる。 

現状は、可搬式の軸重計を使用して 2 名一組、1 日 24 時間勤務 2 日休務体制で実施して

いる。将来の交通量増加に対応すべく軸重と車両総重量が一度に計測可能な機器を設置す

ることとする。 

なお本線からの引き込み線（コンクリート舗装）及び機器設置用の箱抜きは、タジキス

タンに所定の精度で施工出来る業者がほとんどいないこと、通行している道路の近傍に

18.8 m×3.8 m×2.1 m の軸重・荷重計設置用の大規模スペース（溝）を構築する必要があ

ること及びアフガニスタン国境における工事期間が長くなること等を考慮し、「タ」国

MOT から要請を受けて K-D 道路改修を施工している日本業者との契約の設計変更として

実施する予定である。K-D 道路改修計画業者契約には、引き込み線付きの定置式の軸重計

を二ヶ所設置することが含まれている。（予算の関係で MOT の要請の可搬式軸重計を固

定して使用する設計とした。）具体的な設置場所は、平成 25 年 1 月付の MOT 筆頭副大臣

からの要請書により、アフガニスタン国境のニジノピャンジに決定した。設置に必要な用

地は、MOT が平成 25 年 1 月に自治体から取得済である。 

 

(6) 予備部品 

運転初期に必要となる定期交換部品、消耗部品等を調達する。約 2 年間分相当の稼働とな

る 3,000 h（建機）、80,000 km（車両）を対象とした定期整備に必要となる定期交換部品、

消耗部品等一式を調達する（潤滑油は含めない）。 

表 3-2-11 調達予備部品（案） 

品  目 数 量 

定期交換部品 

燃料フィルター 

各部品の数量については機材及び

メーカによって異なるため、各メー

カから機材仕様の収集後に検討を

行う。 

エアーフィルター 

エンジンオイルフィルター 

作動油フィルター 

消耗部品 

バケットツース 

カッティングエッジ 

ブレーキシュー 

V ベルト 

その他 

ヘッドランプ 

ブレーキランプ 

ヒューズ 

油圧ホース 

その他メーカ推奨部品 
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3-2-2-4 調達機材（案） 

検討結果から求めた調達機材を表 3-2-12 に示す。 

表 3-2-12 調達機材（M/D と要請） K:クルガンチュベ管理局, G:ヒッサール管理局 

No 機 材 名 仕  様 
M/D 要請 

K G 計 K G 

1 As カッタ 切削深さ 150 mm 6 4 10 5 5 

2 振動コンパクタ 重量 70 kg 6 4 10 7 6 

3 ハンドブレーカ 重量 7 kg 6 4 10 5 5 

4 エアーコンプレッサ 空気吐出量 5.1 m3/分 3 2 5 3 2 

5 As スプレーヤ タンク容量 400 Litter クラス 3 2 5 3 3 

6 ハンドガイドローラ 重量 650 kg クラス 3 2 5 2 2 

7 As デストリビュータ タンク容量 6,000 Litter クラス 1 1 2 追加 

8 As フィニシャ 敷き均し幅 4.5m クラス 1 1 2 1 1 

9 ロードローラ 重量 10 ton クラス 1 1 2 1 1 

10 タイヤローラ 重量 15 ton クラス 1 1 2 1 1 

11 散水車 タンク容量 8000 Litter クラス 1 1 2 1 1 

12 モータグレーダ ブレード幅 3.7 m クラス 6 4 10 6 4 

13a クローラエクスカベータ バケット容量 0.8 m3クラス 3 3 6 変更 

13b ホィールエクスカベータ バケット容量 0.8 m3クラス 変更  3 3 

14 ホィールローダ バケット容量 2.5 m3クラス 2 1 3 2 1 

15 ブルドーザ 重量 20ton クラス 1 1 2 追加 

16 ダンプトラック 積載量 14 ton クラス 8 6 14 8 6 

17 As プラント 生産能力 35 ton/h クラス 1 1 2 1 1 

18 骨材プラント 生産能力 35 ton/h クラス 1 1 2 1 1 

19 多目的車 4WD、ｱｯﾀﾁﾒﾝﾄ取付け用 PTO 付 1 1 2 1 1 

19-1 スノ‐プラウ ブレード幅 3.0 m クラス 1 1 2 1 1 

19-2 ロータリー除雪機 ロータリー径 750 mm クラス 1 1 2 1 1 

19-3 融雪剤散布装置 ホッパ容量 2.0 m3クラス 1 1 2 1 1 

20 クレーン付トラック 積載荷重 5 ton、2.8 ton クレーン搭載 1 1 2 1 1 

21 トラックトレーラ 積載荷重 25 ton、平低床 1 1 2 追加 

22 ピックアップ 4WD、ダブルキャブ 2 2 4 追加 

23 ラインマーカー 乗用型 0 １ 1 追加 

24 移動修理車 
４WD、積載 8t クラス、アルミバン、

クレーン搭載、修理工具・機器搭載
1 1 2 1 1 

25 整備機材 
溶接機、発電機、バッテリーチャー

ジャ､旋盤 
2 2 4 1 1 

26 軸重・荷重計 
載台長 18 m、 

軸重･総重量同時計測可能 
1 0 1 追加 

 合計  66 52 118   
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3-2-3 調達管理計画 

3-2-3-1 調達方針 

(1) 事業実施主体 

本計画が日本国政府の無償資金協力により実施される場合の両国関係機関の体制を下図に

示す。 

 

図 3-2-3 事業実施関係図 

本計画の「タ」国側実施機関は運輸省（MOT）である。我が国の無償資金協力のシステム

に従い、実施設計及び調達監理は日本法人のコンサルタントが担当し、本計画の機材調達に

ついても日本法人が主契約者となる。 

 

(2) コンサルタント 

E/N 及び G/A 締結後、MOT は速やかに日本のコンサルタントとの間で役務契約（コンサ

ルタント契約）を締結する。契約したコンサルタントは本計画の実施設計、入札図書作成、

入札執行補助及び調達監理業務等についてエンジニアリングサービスを提供し、本計画の機

材引渡し完了まで責任を負う。 

 

(3) 機材納入業者 

入札参加資格制限付き一般競争入札により、要求された品質・仕様について審査に合格し、

落札した納入業者は、運輸省と本プロジェクトで計画された機材の納入に関し、契約を結

ぶ。 

 

3-2-3-2 調達上の留意事項 

調達される機材はロシアのナホトカ港で陸揚げされ、鉄道によってロシア国内及びウズベキ

スタン国内を通過し、「タ」国ドゥシャンベにて通関手続きが行われる。その後「タ」国内を

内陸輸送され、以下に示す指定場所にそれぞれ納入される。 

  

日本国政府  
「タ」国政府 

日本法人のコンサルタント 

各契約書の認証 
実施機関 

（運輸省：MOT） 

交換公文（E/N）

機材調達契約 

国際協力機構 贈与契約（G/A）

・実施設計（入札図書作成） 
・入札補助、機材調達監理 
・検収、据え付け管理 
・操作､取り扱い指導監理 

日本法人の納入業者 

・資機材調達 
・輸送 
・納入、据え付け 
・操作､取り扱い指導 

コンサルタント契約 

機材調達監理 
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i. プラント機材を除く調達機材及び予備部品等の納入場所は、ドゥシャンベ市内の MOT

指定倉庫とする。 

ii. 両管理局の A/P, C/P の設置位置は右図に示す予定地とする。 

iii. 軸重計・荷重計には、アフガニスタン国境のニジノピャンジに設置する。（詳細は 52

ページを参照されたい。） 

 

指定場所に機材が納入された後、納入業者は

納入機材全てに関し、試運転動作確認を行い、

機材の正常な作動を確認した上で、実施機関に

機材を引き渡す。また引き渡し後、MOT が 2

ヶ所の管理局に機材を配送した上で、ヒッサー

ル管理局はバハダット事務所、クルガンチュベ

管理局はルミ事務所において納入業者は実施機

関に対し、速やかに初期操作指導・取り扱い指

導及び点検・整備に関する指導を実施する。 

実際の機材配置先は巻頭の「対象道路管理局

及び道路維持管理事務所位置図」に示す 2 つの

管理局内の 22 の事務所となるが、これらの配

置先の決定は実施機関の責任により行う。 

 

3-2-3-3 調達・据付区分 

納入先までの輸送費、荷下ろし時の費用を含む機材調達に係る全てのコストは日本側負担と

なる。機材の輸入にかかわる全ての税の免除措置は「タ」国側で行う。 

 

表 3-2-13 に両国の負担区分を示す。 

また、A/P 及び C/P の据え付けに関する区分は、次のとおりである。 

i. 据え付けのための用地確保、整地及びプラントまでの一次電源と給水・排水工事は「タ」

国側負担で行う。 

ii. 基礎・擁壁設置工事を含む据え付け工事は、日本国側負担で行う。 

iii. 調達機材据え付けに支障となる既設構造物の撤去移設は「タ」国側負担で行う。 

 

なお、次の資料は日本国側より事前に「タ」国側に提示される。 

i. プラント平面図・基礎図 

ii. 給水、排水系統図 

iii. 必要電力量 

  

図 3-2-1 プラント位置図（再掲） 

凡例： 

  設置予定地 

  既存の A/P,  

S は国家が所有,  

P は民間が所有 

数字はプラント基数 



 

- 54 - 

表 3-2-13 両国政府の負担区分（A/P, C/P） 

項  目 内  容 
負担区分 

備  考 
日本国 ｢タ｣国

機材調達 機材調達 

海上･陸上輸送 

通関手続き 

内国輸送 

機材回送 

操作指導 

点検整備指導 

保管場所確保 

機材維持管理 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

通関場所まで 

免税措置を含む 

通関場所以降 

機材配置先への回送 

プラント 

据え付け 

用地確保、整地

基礎、擁壁工事

据え付け工事 

給水・排水工事

一次側電源工事

 

○ 

○ 

 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

3-2-3-4 調達監理計画 

(1) 基本方針 

E/N 及び G/A 締結後、無償資金協力の枠組みに基づき E/N に示された業務範囲において、

日本法人コンサルタントが「タ」国政府とのコンサルティング業務契約を結び、調達監理業

務の実施に当たる。コンサルタントは、事業実施の背景、協力内容の策定に係る基本設計の

経緯・趣旨を十分に理解した上で業務に当たることが重要である。 

 

(2) 業務内容 

調達監理業務の主要内容は次のとおりである。 

i. 着手協議、現地確認 

ii. 機材仕様のレビュー 

iii. 入札図書作成 

iv. 入札図書の説明･承認取得 

v. 入札業務補助（公示、図書配布、入札執行、結果評価） 

vi. 契約促進補助（契約交渉、契約立会い、契約認証手続き） 

vii. 機材発注書の発行確認 

viii. 工場検査・出荷前検査 

ix. 船積み前検査（第三者機関へ委託） 

x. 現地事前打合せ（搬入・据え付けスケジュール、免税措置確認、初期指導実施要領） 

xi. 据え付け工事監理 

xii. 検収・引渡し 

xiii. 運転・操作指導・点検整備指導立会い 

xiv. 完了届の作成 
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3-2-3-5 品質管理計画 

調達される機材が、契約によって定められた品質・仕様を満足していることを確認するため

に、コンサルタントは調達業務の各段階において下記の検査を実施する。 

i. 調達業者発行の機材発注書の内容確認 

ii. 機材製造工場における工場検査・出荷前検査 

iii. 船積み前検査 （コンサルタントの委託を受けた第 3 者検査機関が実施） 

iv. プラント据え付け時の検査 

v. 機材引渡し時の検査 

 

3-2-3-6 資機材等調達計画 

(1) 調達先 

「第 3-2-1-6 節 調達国選定に係る方針」を参照されたい。 

 

(2) 輸送ルート 

輸送ルートについては、日本調達の場合、①ナホトカ港からシベリア鉄道によりロシア、

ウズベキスタンを経由し、ドゥシャンベに輸送するルートと、②カラチ港から陸路アフガニ

スタンを経由して、ドゥシャンベに輸送するルートが考えられる。 

現在の②アフガニスタンルートは、同国内の混乱からカラチ港やアフガニスタン国内での

通関業務が機能しておらず、輸送日程計画が策定出来ない状況にある。従って、現実的な選

択枝として、①ナホトカルートが最適である。期間は、約 60 日（2 ヶ月）が必要となる。 

尚、一部の機材は欧州での調達が考えられるが、この場合はシベリア鉄道経由でドゥシャ

ンベに輸送するルートが最も確実な輸送ルートと考えられる。 

 

(3) 機材製作期間 

全ての調達機材は受注生産になるため、発注から製作・出荷前検査までの製造納期につい

てメーカから情報収集を行った。現時点では特別に製造納期を延長する要因が無い為、以下

のような製造納期を設定する。 

表 3-2-14 機種別製造納期 

納期 機材名 

3 ヶ月 4 エアコンプレッサ、23 ラインマーカ※、26 軸重・荷重計 

4 ヶ月 1As カッタ、2 振動コンパクタ、3 ハンドブレーカ、6 ハンドガイドローラ、17As

プラント、18 骨材プラント、22 ピックアップ、25 整備機材 

5 ヶ月 5As スプレーヤ、7As デストリビュータ、8As フィニッシャ、11 散水車、 

12 モータグレーダ、16 ダンプトラック、24 移動修理車 

6 ヶ月 9 ロードローラ、10 タイヤローラ、13 クローラエクスカベータ、14 ホィールロー

ダ、15 ブルドーザ、20 クレーン付きトラック、21 トラックトレーラ 

7 ヶ月 19 多目的車※ 
注）輸送期間： ※印  欧州 →ドゥシャンベ：1 ヶ月 
 無印  日本・タイ ドゥシャンベ：2 ヶ月 

 

(4) 船積み前検査 

各機材が工場から出荷され、港湾に搬入された時点で第 3 者検査機関による船積み前検査
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を実施する。検査項目は、Packing List（出荷明細書）等の船積み書類の確認と機材の照合で、

内容に相違がなければ検査証及び報告書が発行される。 

船積みは各メーカからの出荷に合わせて行われるが、工場や港湾での在庫が困難なため、

船積み前検査についても各機材が港湾に搬入された時点で適宜実施する必要がある。以下に

船積み前検査の実施回数を記す。 

表 3-2-15 想定される船積み前検査回数 

機材名 検査回数 

As プラント 1 回 

骨材プラント 1 回 

軸重・荷重計 1 回 

小型建機（コンテナ） 1 回 

整備機材（コンテナ） 1 回 

部品（コンテナ） 1 回 

As フィニシャ、As ディストリビュータ等 1 回 

ロードローラ、タイヤローラ、グレーダ 1 回 

エクスカベータ、ホィールローダ、ブルドーザ 1 回 

散水車、ダンプトラック、クレーン付トラック 1 回 

トレーラトラック 1 回 

ピックアップ（海外） 1 回 

多目的車、アッタチメント（海外） 1 回 

ラインマーカ（海外） 1 回 

合計 14 回 

 

(5) 輸送期間 

日本国での調達品目は、メーカの所在地から横浜、神戸からの船積みが想定される。輸送

ルートは、アフガンルートとナホトカルートが考えられるが、現在、カラチ港、アフガン国

内での通関業務が機能しておらず、ナホトカルートが残された選択肢となっている。所要日

数は、海上輸送 10 日、陸上輸送 50 日の合計約 60 日を見込む。 

 

(6) 検査・引渡し 

機材の現地到着後、調達業者（商社）と「タ」国側により、機材の検収を行う。検収内容

は、全ての機材に対しての数量、外観、作動確認、付属品及び予備品の確認となる。陸上輸

送のタイミングで機材の到着に数日の差が生じる可能性があること、予備部品点数が多く、

その確認作業に数日を要することから、検収・引渡し全体の必要期間として 15 日を設定す

る。 

 

3-2-3-7 初期操作指導計画 

(1) 調整・試運転実施計画 

機材の搬入時期に合わせ、調達業者が派遣する技術者が調達機材の試運転・調整を行い、

機材が正常に作動することを確認する。本計画で予定している機材の種類は 23 種類であり

納入メーカの数も多くなることが想定されるが、1 人の技術者が複数の機種を担当するよう

に計画し、初期操作指導・運転指導と合わせて、5 名にて実施する人員配置を計画する。
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（建機・車両 1、除雪・融雪関係 1、A/P, C/P プラント 2、軸重・荷重計 1） 

 

(2) 初期操作指導計画 

実施機関である MOT は、これまでロシア製や中国製の機材を使用しており、一般的な機

材の取り扱いについてはある程度の知識を保有しているが、新たに導入する機械には不慣れ

である。また、複数の機械を組み合わせて使用する工法等に関しても、重点的な取り扱い説

明が求められる。 

よって、初期操作指導（1）、（2）は下記の 2 回にわけて実施する。 

i. 納入業者、メーカによる初期操作指導（1） 

ii. 納入業者による初期操作指導（2） 

納入業者、メーカによる初期操作指導（1）は、受入れ・納入検収を行う場所で実施す

る。 

初期操作指導（2）に関しては、MOT の強い要望により、機材検収後に MOT が各管理

局に機材の配送を行った後、各管理局単位で実施する（同一プログラムを 2 回実施）。ポ

ットホール補修作業、オーバーレイ作業などを中心に、供与機材を使用して実際の作業現

場で実施し、プログラムは、施工管理と機材管理に分けて実施する。 

表 3-2-16 初期操作指導（1）の実施期間 

No 機材名 調達台数 実施期間 技術者 

1 As カッタ 10 

1 日 A 

2 振動コンパクタ 10 

3 ハンドブレーカ 10 

4 エアーコンプレッサ 5 

5 As スプレーヤ 5 

6 ハンドガイドローラ 5 

7 As ディストリビュータ 2 0.5 日 A 

8 As フィニシャ 2 1 日 A 

9 ロードローラ 2 0.5 日 A 

10 タイヤローラ 2 0.5 日 A 

11 散水車 2 0.5 日 A 

12 モータグレーダ 10 1 日 A 

13 クローラエクスカベータ 6 0.5 日 A 

14 ホィールローダ 3 0.5 日 A 

15 ダンプトラック 14 1 日 A 

16 As プラント 2 5 日 B 

17 骨材プラント 2 5 日 C 

18 多目的車 2 

1 日 D 
18-1 スノ‐プラウ 2 

18-2 ロータリー除雪機 2 

18-3 融雪剤散布装置 2 

20 クレーン付トラック 2 0.5 日 A 

21 トラックトレーラ 2 0.5 日 A 

22 ピックアップ 4 0.5 日 A 

23 ラインマーカ 1 0.5 日 A 

24 移動修理車 2 0.5 日 A 

25 整備機材 4 0.5 日 A 
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No 機材名 調達台数 実施期間 技術者 

26 軸重・荷重計 1 3 日 E 

 合計  24.0 日  

 

表 3-2-17 初期操作指導（2）の実施期間 

 対象作業 使用機材 
使用場所 施 工

計画 

機 材

計画実施事項 

1 

パッチング 

クラックシール 

As カッタ、ハンドブレーカ、エ

アーコンプレッサ、As スプレー

ヤ、ハンドガイドローラ、振動

コンパクタ、ダンプトラック 

道路維持管理事務所内ヤード、 

事務所管内の補修必要道路 
3 日 3 日

各機材を使った補修作業 

2 

オーバレイ 

舗装の打ち換え 

As ディストリビューター、As

フィニッシャ、ロードローラ、

タイヤローラ、散水車、エクス

カベータ、ホイールローダ、モー

ターグレーダ、ダンプトラック

As プラント、骨材プラント 

道路維持管理事務所内ヤード 

事務所管内の補修必要道路 

5 日 3 日
各機材を使った作業（又は、As

の代用に砂を使用し、模擬舗装を

実施する） 

3 

除雪・氷結除去、

融雪剤・砂散布 

除雪トラック、ロータリー除雪

機、モーターグレーダ、融雪剤

散布機 

道路維持管理事務所内ヤード、 

1 日 1 日各機材の機能確認、アッタチメン

トの交換作業 

4 

落石・土砂崩れ

除去、崩落道路

の復旧 

エクスカベータ、ホイールロー

ダ、ダンプトラック 

 

道路維持管理事務所内ヤード、 

2 日 2 日各機材の機能・使用方法の確認

（安全等）、故障時の対応 

5 

機材、作業員の

運搬 

クレーン付きトラック、トラッ

クトレーラ、ピックアップ 

道路維持管理事務所内ヤード 

1 日 1 日各機材の機能確認、建機の積込・

積卸し作業、 

6 

現場での機材修

理 、 ワ ー ク

ショップでの点

検・修理 

その他 

移動修理車、整備機材 

 

 

 

ラインマーカ 

道路維持管理事務所内ヤード 

 2 日

実機を使用しての修理実施、主要

コンポーネントの積み降ろし等 

（移動修理車の取扱） 

合        計 12 日 12 日

※軸重・荷重計の初期操作指導（2）は実施しない。 

 

運転操作指導は、クルガンチュべ管理局管内ではルミ事務所で、ヒッサール管理局管内

ではバハダット事務所で実施するため、合計では 24 日となる。 

 

3-2-3-8 ソフトコンポーネント計画 

ソフトコンポーネントは実施しない。 

 

3-2-3-9 実施工程 

本事業計画における日本国側負担事項の実施区分は、交換公文（E/N）、贈与契約（G/A）締

結後の実施設計・入札業務及び調達管理に要する期間を勘案した結果、単年度案件で実施する

ことを提案する。 

事業実施工程計画（案）を下表に示す。 
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表 3-2-18 事業実施工程（案） 

 
 

3-3 相手国負担事業 

本プロジェクトが我が国の無償資金協力で実施される場合の「タ」国側負担事項の概要は

以下のとおりである。 

 

(1) 機材調達に係る負担事項 

i. 骨材プラント（C/P）及び排気・排水処理設備を有する As プラント（A/P）の設置に

必要な EIA 又はそれに相当する手続きの実施及び設置許可の取得 

ii. A/P 及び C/P 設置用地の確保と、用地内の既存構造物の撤去及び整地の実施 

iii. A/P 及び C/P が稼動するために必要な配電・給水・排水等に係る工事の実施 

iv. 軸重・荷重計の設置用地の確保、軸重・荷重計が稼動するために必要な配電等の工事

の実施及び操作員詰所の建設 

※上記 4 項目については、操作員詰め所建設を除き業者契約締結後 6 ヶ月以内に完了する必要

がある。 

v. 銀行取極め（B/A）及び支払授権書（Authorization to Pay）の発行 

vi. 銀行取極め（B/A）に基づく、本邦銀行に対する銀行手数料（Advising Commision, 

Payment Commision）の支払い 

vii. 本計画に従事する日本人が業務遂行のため、「タ」国の入国・滞在時及び政府関係機

関訪問に係わる便宜供与 

viii. 本計画に従事する日本人及び日本法人に対する関税及びその他国内税の免除 

ix. 本計画に係わる調達機材の通関業務に必要とされる書類の作成、免除措置 

x. 初期操作指導等の実施に係る対象人員の配置及び便宜供与 

xi. 本計画に関し、無償資金協力として日本側が負担する以外の全ての費用負担 

 

(2) 機材調達後に係る負担事項 

概要資料

実行協議・閣議決定・交換公文締結

コンサルタント契約・認証

実施設計・入札図書作成

入札業務

業者契約・認証

機材製作・船積み前検査

機材輸送

開梱・搬入・据付工事、調整・試運転

初期操作指導・運用指導（I)

検収引渡し

機材配置（各事務所）

初期操作指導・運用指導（II)

｢タ｣国側
実施事項

プラント設置場所・機材駐機ヤード整備

凡　例　　A/C：閣議決定、E/N：交換公文締結、G/A：贈与契約、V/C：契約認証、T/N：入札公示

11 12 1514 16 175 6 7 8 9 101 2 3 4 13

所要月数
項　　　　目

事業実施区分：新制度による単年度

実
施
設
計

入
札
業
務

調
達
監
理

準　備　調　査

日
本
国
側
実
施
事
項

A/C E/N,G/A

V/C

T/N

V/C

単年度（17.5 カ月）

最終報告書
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i. 本計画の具体的成果となる道路維持管理の実施。またそのために必要な予算措置及び

人員配置 

ii. 調達機材の適性かつ効果的な使用及び調達機材維持管理の実施 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

本計画で機材が調達された場合は、機材が指定場所に搬入されるまでに｢タ｣国側は必要な要

員を確保し、日本側で行う各機材の初期操作指導時に要員を配置し、機材取り扱い及び維持管

理を習得させる。引き続き JICA により実施予定である道路維持管理の技術プロジェクトのカ

ウンターパートに本計画で実施する初期操作指導を受講した要員を選抜することが、教育訓練

効果の観点から望ましい。 

MOT は、2009 年に EBRD 資金等により建設機械を調達し、確実な運営、維持管理を実施し

た経験を有する。本計画においても調達機材を活用した道路維持管理業務に必要な予算を対象

道路事務所に配分されることが必要であるが、これについて実施機関は要員及び予算の確保を

M/D の中で確約している。よって、本計画においても、調達機材の運営・維持管理を確実に

実施すると考えられる。調達機材が配置された場合に必要となる人員を表 3-4-1 に示す。 

表 3-4-1 必要配置人員 

職種 機材番号 K 備考 G 備考 

小型建機オペレータ No.1-6 18
6 台×1 人/台 

×3 チーム 
12 

6 台×1 人/台 

×2 チーム 

建機オペレータ No.7-15 17 17 台×1 人/台 14 14 台×1 人/台 

プラントオペレータ No.17-18 6
3 人/プラント 

×2 プラント 
6 

3 人/プラント 

×2 プラント 

車両オペレータ（運転手） 
No.16,19,

20-24 
14

14 台×1 人/台 
13 

13 台×1 人/台 

メカニック No.25 4 2 人/式×2 式 4 2 人/式×2 式 

軸重・荷重計オペレータ No.26 9

4 人/シフト 

×2 シフト 

＋責任者 

  

小 計 68 49 

合 計（人） 117 

 

3-5 概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

(1) 日本側負担経費 

施工・調達業者契約認証まで非公表とする。 
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(2) 「タ」国側負担経費 

表 3-5-1 先方負担経費 

費  目 
経費 

万ソモニ 万円 

プラント用地取得、整地費 4.0 68.15 

プラント付帯工費 4.0 68.15 

銀行取極め手数料 6.1 104.00 

軸重・荷重計付帯設備工事費 1.0 17.03 

合  計 15.1 257.3 

 

(3) 積算条件 

i. 積算時点 2012 年 8 月 

ii. 為替交換レート US$1.00＝81.06 円 

 1 ソモニ＝17.037 円 

iii. 調達期間 実施設計、機材調達の期間は実施工程に示したとおり 

その他 本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施されるものと

する。 

 

3-5-2 運営・維持管理費 

機材導入後、機材の稼働のために必要とされる燃料・油脂費用の見積りは表 3-5-3 に示すよ

うに年間 4,240 千ソモニ（約 7,223 万円）。また、年間の維持修理費用については表 3-5-4 に示

すように 500 千ソモニ（約 852 万円）と見積もられる。 

以上より調達機材に関する実施機関の運営・維持管理費は合計4,740千ソモニ（約8,028万円）

となる。 

以下の項目を考慮すると、機材の運営・維持管理に関する予算は確保可能と考えられる。 

 

(1) MOT 道路維持管理予算の 2012 年度は 46,800 千ソモニであり、本プロジェクトの実施に必

要な年間予算 4,740 千ソモニは MOT 道路維持管理予算 46,800 千ソモニの約 10%に相当す

る。過去の道路維持管理予算の伸び率（2011 年 14.7%、2012 年 20.0%）は 10% を上回っ

ていること 

 

(2) 「タ」国はドナー支援プロジェクトの実施にかかる経費については優先的に配分されるシ

ステムであること 

 

(3) MOT は、2009 年に EBRD 資金により建機を調達した経緯がある。調査団がその機材（中

国製）の年間運転時間を各機材の記録から確認したところ、その年間運転時間数は日本の

標準運転時間とほぼ同じであった。また 2008 年予算と 2009 年予算を比較すると 7,800 千

ソモニ、前年比 31.2%の延びとなっている。 
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表 3-5-2 国家予算、MOT 全体及び道路維持管理予算の推移 （再掲） 

（単位：百万ソモニ） 

 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

年間国家予算 2,510 3,195 4,478 6,008 6,537 8,292 10,860

MOT 全体予算 54.0 58.1 78.1 616.0 638.0 918.9 936.2

MOT 道路維持管理予算 21.5 22.2 25.2 33.0 34.0 39.0 46.8

予算伸び率（対前年比） － 103.3％ 113.5％ 131.0％ 103.0％ 114.7％ 120.0％

表 3-5-3 燃料･油脂費用見積（新規に必要となる費用） 

 

  

仕様 台
稼働時

間

(kw) 数 (h／年)
(L／

kw・ｈ・台）
(L／h･台) (L／年･台) (L／年)

1 アスファルトカッター 8.0 10 240 0.227 1.8 435.8 4,358
2 振動コンパクタ 2.5 10 360 0.301 0.8 270.9 2,709
3 ハンドブレーカ - 10 280 - - - -
4 エアーコンプレッサ 35.0 5 320 0.189 6.6 2,116.8 10,584
5 アスファルトスプレーヤ 3.0 5 280 0.227 0.7 190.7 953
6 ハンドガイドローラ 4.0 5 320 0.201 0.8 257.3 1,286
7 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 145.0 2 400 0.090 13.1 5,220.0 10,440
8 アスファルトフィニッシャ 45.0 2 400 0.152 6.8 2,736.0 5,472
9 ロードローラ 55.0 2 360 0.108 5.9 2,138.4 4,277

10 タイヤローラ 65.0 2 380 0.100 6.5 2,470.0 4,940
11 散水車 145.0 2 630 0.040 5.8 3,654.0 7,308
12 モータグレーダ 100.0 10 380 0.108 10.8 4,104.0 41,040
13 クローラエクスカベータ 100.0 6 690 0.175 17.5 12,075.0 72,450
14 ホィールローダ 125.0 3 520 0.153 19.1 9,945.0 29,835
15 ブルドーザ 152.0 2 720 0.175 26.6 19,152.0 38,304
16 ダンプトラック 250.0 14 830 0.050 12.5 10,375.0 145,250
17 アスファルトプラント - 2 400 - 250.0 100,000.0 200,000
18 骨材プラント 230.0 2 600 0.170 39.1 23,460.0 46,920
19 多目的車 80.0 2 550 0.077 6.2 3,388.0 6,776

19-1 スノープラウ - 2 200 - - - -
19-2 ロータリ除雪機 - 2 190 - - - -
19-3 融雪材散布装置 - 2 200 - - - -
20 クレーン付トラック 125.0 2 760 0.050 6.3 4,750.0 9,500
21 トラックトレーラ 250.0 2 630 0.075 18.8 11,812.5 23,625
22 ピックアップ 4
23 ラインマーカ‐ 1
24 移動修理車 145.0 2 760 0.050 7.3 5,510.0 11,020
25 整備機材 - 4 - - - - -
26 軸重・荷重計 - 1

118 677,048
積算条件

：燃料消費量は「建設機械等損料表」（日本建設機械化協会）による

：ディーゼル燃料価格　6.2 TJS／Litter＝105.6円／Litter
：油脂費用　　燃料価格の1％
：1TJS＝17.037円（指示書に記載のレート）

燃料費（年間） 677,048L×6.2TJS／L＝4,197,697TJS 約7,151万円

油脂費用（年間） 4,197,697×1％＝41,976TJS 約72万円

4,239,673TJS 約7,223万円

燃料消費量

合　計

No. 機材名

合　計
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表 3-5-4 維持管理費用見積（新規に必要となる費用） 

 
※多目的車のアタッチメントであるスノープラウ、ロータリー除雪機及び融雪材散布装置の耐用年数は、それぞ

れの日本国標準使用年数にかかわらず多目的車と同じ 12.0 年とした。 

  

仕様

(kw)

1 アスファルトカッター 8.0 10 7.0% 7.5 7.5 0.93% 0.3 2.5
2 振動コンパクタ 2.5 10 7.0% 6.0 6.0 1.17% 0.1 1.1
3 ハンドブレーカ - 10 7.0% 5.5 5.5 1.27% 0.1 0.8
4 エアーコンプレッサ 35.0 5 7.0% 13.5 13.5 0.52% 0.9 4.7
5 アスファルトスプレーヤ 3.0 5 7.0% 4.8 4.8 1.46% 4.7 23.3
6 ハンドガイドローラ 4.0 5 7.0% 13.5 13.5 0.52% 0.4 2.0
7 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 145.0 2 9.0% 11.0 11.0 0.82% 7.9 15.7
8 アスファルトフィニッシャ 45.0 2 9.0% 12.0 12.0 0.75% 13.5 27.0
9 ロードローラ 55.0 2 9.0% 15.5 15.5 0.58% 7.0 13.9

10 タイヤローラ 65.0 2 9.0% 15.0 15.0 0.60% 4.9 9.8
11 散水車 145.0 2 9.0% 12.0 12.0 0.75% 5.5 11.0
12 モータグレーダ 100.0 10 9.0% 15.5 15.5 0.58% 7.5 75.5
13 クローラエクスカベータ 100.0 6 9.0% 9.0 9.0 1.00% 12.0 72.0
14 ホィールローダ 125.0 3 9.0% 12.0 12.0 0.75% 11.3 33.8
15 ブルドーザ 152.0 2 9.0% 11.5 11.5 0.78% 18.8 37.6
16 ダンプトラック 250.0 14 12.0% 11.0 11.0 1.09% 10.5 146.6
17 アスファルトプラント - 2 9.0% 10.0 10.0 0.90% 86.4 172.8
18 骨材プラント 230.0 2 6.0% 10.7 10.7 0.56% 26.4 52.7
19 多目的車 80.0 2 9.0% 12.0 12.0 0.75% 11.3 22.5

19-1 スノープラウ - 2 9.0% 13.5 12.0 0.75% 0.8 1.5
19-2 ロータリ除雪機 - 2 9.0% 15.0 12.0 0.75% 3.5 7.1
19-3 融雪材散布装置 - 2 9.0% 14.5 12.0 0.75% 2.3 4.7
20 クレーン付トラック 125.0 2 12.0% 12.0 12.0 1.00% 5.9 11.8
21 トラックトレーラ 250.0 2 12.0% 12.0 12.0 1.00% 18.0 36.0
22 ピックアップ 98.0 4 12.0% 10.5 10.5 1.14% 2.9 11.4
23 ラインマーカ 71.0 1 9.0% 12.0 12.0 0.75% 0.7 0.7
24 移動修理車 145.0 2 12.0% 12.0 12.0 1.00% 16.0 32.0
25 整備機材 - 4 7.0% 15.0 15.0 0.47% 3.7 14.9
26 軸重・荷重計 - 1 7.0% 12.5 12.5 0.56% 6.7 6.7

851.9
積算条件

：建設機械等損料表（日本建設機械化協会）による

：機材価格：基礎価格もしくは見積価格（CIF）

：「タ」国標準使用年数＝日本国標準使用年数とする

：年間維持修理比率＝維持修理費率÷「タ」国標準使用年数

：年間維持修理費＝機材価格×年間維持修理比率

：1TJS＝17.037円

500.029TJS 851.9万円

維持修理費

／年・台
(万円)

維持修理費

／年
(万円)

維持管理

比率
(％)

年間維持

管理比率
(％)

日本国

標準使用

年数
(年)

「タ」国

標準使用

年数
(年)

No. 機材名 台数

合　計

年間維持修理費
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

事業実施の前提条件となる用地取得、建設許可、環境社会配慮、相手国負担事項等は下表に

示す通りである。 

表 4-1-1 事業実施のための前提条件 

項目 内容 備考 

用地取得 

A/P および C/P の用地が必要になる。クルガン

チュベ管理局提案の用地は、第 2 次 K-D 道路

改修を施工している日本業者が A/P を設置し

ており用地面での問題は無い。 

ヒッサール管理局提案の用地は現在中国業者

が A/P および C/P を設置している。中国業者

撤収後、用地使用権を MOT に移す手続きが必

要となる。 

「第 2-2-1-1 節 アスファルト

プラント（A/P）と骨材（砕石）

プラント（C/P）」参照。 

設置許可 

両管理局提案の用地にはすでに A/P 及び C/P

が設置されており、設置許可面では問題ない

ものと判断される。 

「第 2-2-3 節 環境社会配慮」

参照。 

先方負担事項 

機材調達にかかる負担事項のうち、用地取

得・設置許可については上述の通りである。

事務的な事項についてはすでに数件の無償資

金協力事業を経験しており負担事項の実施に

あたり問題はない。 

「第 3-3 節 相手国負担事業」

参照。 

 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

本計画により調達予定の機材を有効活用しプロジェクト全体計画達成のために必要な相手方

投入（負担）事項を下表に示す。 

表 4-2-1 相手方投入（負担）事項 

項目 内容 備考 

1 燃料・潤滑油等建機運転に必要な資材を購入するために必

要な予算措置 

 

2 ストレートアスファルト等のオーバーレイ・舗装打換え等

に必要な材料を購入するために必要な予算 

 

3 建機を運転するオペレータの配置及び車両を運転する運転

手の配置 

機材不足のため作業班に配

属していたオペレータ・運

転手を元の職種に戻す。 

4 建機を維持管理するためのメカニックの配置 建機不足のため作業班に配

属していたメカニックを元

の職種に戻す。 

5 建機の修理に必要な予算措置  

 

本計画で実施する初期操作指導（1）および（2）に加えて、JICA 技術協力プロジェクト「道

路維持管理改善プロジェクト」（以下 「技プロ」）が実施される予定である。本計画と上

述した技プロの相乗効果により、建機の維持管理技術及び整備した道路維持管理機材を活用

して実施する道路維持管理・補修技術が円滑に習得されることが重要である。そのためには、

本計画の初期操作指導（1）または（2）を受講したオペレータ及びメーカニックが技プロに
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カウンターパートとして携わることが教育訓練効果の観点から望ましい。 

 

4-3 外部条件 

プロジェクトの効果を発現・持続させるための外部条件は下表の通りである。 

表 4-3-1 外部条件 

項目 内容 外部条件 

上位目標 対象地域及びタジキスタン国

内の道路において移動・輸送が

効率化する。 

 

プロジェクト目標 対象地域の道路の維持管理が

適切に実施される。 

 訓練を受けたオペレータ／メーカニッ

クが MOT で勤務を継続する。 

 JICA 技プロ「道路維持管理改善プロ

ジェクト」により計画された成果が発

現する。 

成果 対象地域に維持管理機材が整

備される。 

 

活動  維持管理用機材の調達 

 機材の維持管理技術及び調

達機材を使用した道路維持

管理・補修技術の指導 

 

 

4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

本プロジェクトは、以下に述べる道路を管轄するクルガンチュベ管理局及びヒッサール管理

局に対して道路維持管理用の機材を整備するものである。 

 

 首都ドゥシャンベから隣国アフガニスタン国を経由し、パキスタン国カラチで海に接

続するアジアハイウェイ 7 号線（AH-7）とその近傍の国際幹線道路、国道及び地方道

（これら道路には「タ」国が高い優先度を付している） 

 ウズベキスタン国境から首都ドゥシャンベ市を通過してキルギス国境をつなぐアジア

ハイウェイ 65 号線（AH-65）、両国際幹線道路の首都ドゥシャンベ市近郊の国際幹線

道路、国道及び地方道 
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図 4-4-1 対象地域図 

日本の無償資金協力により整備されたクルガンチュベからニジノピャンジ区間を含むドゥシ

ャンベ市からアフガニスタン国境への国際幹線道路（AH-7）の維持管理が適切になされること

により、安全かつ円滑な交通が確保される。 

またドゥシャンベ市からキルギス国境へ向かう国際幹線道路（AH-65）はタジキスタンのシ

ベリアと呼ばれるファイザバッドを筆頭にログン及びヌレックと豪雪地帯を有している。現在

は人力での融雪材・滑り止め材散布及び汎用グレーダ等による除雪を実施しているが、今回整

備する多目的車＋アタッチメントにより作業の機械化・効率化が可能である。 

本プロジェクトは、「対象地域の道路の維持管理が適切に実施される。」ことを目標として

おり、2025 年までのタジキスタン共和国国家運輸開発特別プログラム（2011 年）（State Program 

on Transport Development for Tajikistan, 2010-2025）のプログラム目標「安全に重点を置きながら

も経済的・社会的な国民の要求に応えられる運輸ネットワークインフラの構築」の達成に資す

ることが期待される。 

また国別援助方針に沿って無償資金協力で整備したクルガンチュベからニジノピャンジ区間

の道路維持管理に直接的に貢献することが期待できる。 

 

以上の内容により本案件は、我が国の無償資金協力にて実施することは妥当であると判断さ

れる。 

 

  

対象地域図 
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4-4-2 有効性 

(1) 定量的効果 

表 4-4-1 定量的効果 

指標名 基準値（2012 年） 目標値（2017 年） 

クルガンチュベ管理局 

ホットアスファルトを使用した

ポットホール年間補修面積（m2） 

0 13,000 

ヒッサール管理局 

ホットアスファルトを使用した

ポットホール年間補修面積（m2） 

0 6,000 

年間オーバーレイ 

施工距離（二車線換算 km） 
0 10 

注）現状は「タ」国産のアスファルト分の多い原油を砂利又は砂と夏季の高温時にヤードでモータグレーダ

等により機械混合することにより「コールドアスファルト」を製造し、補修材としてポットホールの修

理を行っている。あくまでも仮補修であり、強度及び耐久性に問題がある。（現況写真 2/3 及び 3/3 参照） 
コールドアスファルト（一部購入アスファルト）を使った 2012 年ポットホール修理実績は、クルガンチュ

ベ管理局 52,368 m2、ヒッサール管理局 26,487 m2であった。 

 

(2) 定性的効果 

本計画における定性的効果は以下の通りである。 

i. ポットホール補修用のフリート（機械群）及び供与したプラントにより製造したアス

ファルトコンクリートによりポットホール等の舗装補修を行うことにより補修ヶ所の

強度・耐久性が向上する。 

ii. 冬期の除雪・融雪・滑り止め材散布作業の機械化により効率化されることにより、交

通遮断の期間が短縮される。 

 

以上 
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資料 1－調査団員・氏名 

氏名 担当 所属先 

田中 顕士郎 

（第 1 次現地調査） 

総括 

独立行政法人国際協力機構 

資金協力支援部 実施監理第一課 

田中 総東 

（第 2 次現地調査） 

独立行政法人国際協力機構 

経済基盤開発部 運輸交通・情報通信グループ  

運輸交通・情報通信第三課課長 

島田 亜弥 計画管理 

独立行政法人国際協力機構 

経済基盤開発部 運輸交通・情報通信グループ  

運輸交通・情報通信第三課 

大橋 岳 アドバイザー
独立行政法人国際協力機構 

道路行政アドバイザー（広域） 

三谷 勝明 
業務主任 

／道路設計Ⅰ
㈱片平エンジニアリング・インターナショナル 

馬場 英明 
機材計画 

／積算Ⅰ 
㈱片平エンジニアリング・インターナショナル 

アブディカディロフ・ 

ラスルベック 

道路設計Ⅱ 

／積算Ⅱ 
㈱片平エンジニアリング・インターナショナル 

淺野 図夢 通訳（露語）
㈱片平エンジニアリング・インターナショナル 

（株）翻訳センターパイオニアから補強 
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資料 2－現地調査工程 

(1) 第一次現地調査（2012 年 7 月 29 日～8 月 28 日） 

 

 

  

田中 島田 大橋 三谷 馬場 ラスル

（総　括） （計画管理） （道路専門家）
（業務主任／
道路計画）

（機材計画/
運営・維持管理計画）

（調達計画
／積算）

1 29 日 11:40 東京 TK051→17:45 イスタンブール　21:10 TK254→

2 30 月 03:45 ドゥシャンベ：団内協議⇒13:30 JICA表敬

3 31 火 AM：11:00 大使館表敬、  　PM：16:00 MOT表敬,協議

4 1 水 14:00 サイト調査（ヒッサール管理局、Vahdat事務所）

5 2 木

6 3 金

7 4 土

8 5 日 資料整理・補足調査等

9 6 月
サイト調査　ヒッサール管理
局管内、Vahdat

10 7 火
Rudaki & Varzob,
陸路輸送総局長ヒアリング

11 8 水
Gissar, Sharinav &
Tursunzade

12 9 木 実績
AM: 建設企業員会主任技師

ヒアリング, PM: Nurek

13 10 金

14 11 土
KurganTyube-アフガン国境

道路・車両重量確認状況視察

15 12 日 資料整理・補足調査等

16 13 月 資料整理・補足調査等、現地代理店ヒアリング・機材リスト検討

17 14 火 AM 11:00 ADB打合せ、PM 14:00 EBRD打合せ、16:00 MOT実務者協議

18 15 水 資料整理・補足調査等、13:00 過積載取締担当部署ヒアリング

19 16 木 資料整理・補足調査等、採石場・C/Pの許可取得フロー確認

20 17 金 MOT(国際局長)協議・機材リスト検討・資料整理・補足調査等

21 18 土
ビシュケク TF749→
10:00 ドゥシャンベ

22 19 日 資料整理・補足調査等

23 20 月

24 21 火

25 22 水

26 23 木

27 24 金

28 25 土
11:30 ドゥシャンベ →

TF750 ビシュケク

29 26 日

30 27 月

31 28 火

IRS社有料道路視察

事務所調査準備及び受領した質問回答表（ロシア語）の翻訳

Pyanj, Kumisangir & Rumi

Kabodoyon, N.Husarav(Beshkent), Jilikul & Shaartuz

Jomi, Yavan, Khuroson ドシャンベへ移動

ヒッサール管理局Faizabad & Rogun (二班合同)

AM：9:30 JICA打合せM/D 原稿作成、PM⇒14:00 MOT表敬,協議, M/D原稿提出　　

MOT(国際局長)協議・資料整理・補足調査等

月

コンサルタント

日
順

日
曜
日

JICA

7

8

05:40 ドゥシャンベ TK255→09:05 イスタンブール 18:55 TK050→

→10:10東京

                   03:45 ドゥシャンベ：              AM 9:30 団内協議⇒PM13:00 対象地域道路状況視察(アフガニスタン国境まで)

AM 8:00～サイト調査(クルガンチュベ管理局管内), M/Dコメント回答及び修正原稿作成　

AM 9:00 M/D修正内容確認、MOT(国際局長)協議、AM: ヒッサール管理局A/P,C/P候補地視察　

AM: 9:00 MOTミニッツ署名⇒大使館報告、PM:  ヒッサール管理局A/P,C/P予定地視察⇒JICAタジキスタン支所報告

11:40 東京 TK051→17:45

イスタンブール　21:10 TK254→

クリヤブ方面視察 補足調査等予備日

資料整理・補足調査等

8:30 ヒッサール管理局A/P,C/P設置予定地(Rudaki事務所管内)
10:30 サイト調査　（クルガンチュベ管理局、A/P, C/P設置予定地）

サイト調査　クルガンチュベ管理局管内
Bokhtar, Vakhsh & Sarband

MOT本省内に事務所開設、備品購入及び事務所調査準備
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(1) 第二次現地調査（概要説明、2012 年 12 月 2 日～12 月 12 日） 

 

 

  

田中 島田 三谷 馬場 ラスル

（総　括） （計画管理）
（業務主任／
道路計画）

（機材計画/
運営・維持管理計画）

（調達計画
／積算）

1 2 日 12:55 東京 TK051→18:10 イスタンブール　20:45 TK254→

2 3 月 04:30 ドゥシャンベ：団内協議⇒14:00 JICA表敬

3 4 火

4 5 水
10:30 ニジノピャンジ用地協議
クムサンギル郡・運輸取締局
大日本土木(K-D請負者)

7 8 土

8 9 日

9 10 月

10 11 火 17:10イスタンブール TK050→

11 12 水

6 7 金

11:30 成田

技術プロジェクト
予備調査

10:00 内陸輸送総局長　F.Fakhriddinov氏へ報告、13:00 有料道路運営者IRS総重量計視察

12

木65

12:55 東京 TK051→
18:10 イスタンブール

20:45 TK254→

04:30 ドゥシャンベ

資料整理・報告書修正等

TK255便遅延。06:30 ⇒15:00 ドゥシャンベ TK255→18:00 イスタンブール

コンサル団員協議・調査内容整理・報告書修正

月

コンサルタント

日
順

日
曜
日

JICA　本部

AM：MOT表敬、午後：ヒッサール管理局プラント予定地　視察、

16:00 オリム局長へDFR・M/D等説明

Project Implementation Schedule作成

M/D内容確認・MOTオリム局長へ補足説明

10:00 官団員を含め団内協議、14:00 オリム局長とM/D協議・予算措置確認

9:00 M/D署名
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資料 3－関係者（面会者）リスト 

(1) 運輸省（Ministry of Transport）6 
Mr. Hakimov N.H. 
Mr. Zuhurov J.Z.7 

大臣 Minister 
第一副大臣 The First Deputy Minister 

Mr. Yatimov O.M. 国際協力投資局 局長 
Head of Department on Cooperation with Foreign Investigation 

Mr. Hayotov B. 道路・建設総局 局長 
Head of Main Division on Road Construction and Maintenance 

Mr. Anoyatshoev A. 同 副局長 
Deputy Head of Main Division on Road Construction and Maintenance

Mr. Fakhriddinov F. 内陸輸送局 局長 
Head of Main Division on Inland Transport 

Mr. Bahrombekov G. 建設企業監理委員会 主任技師 
Chief Engineer of the Board of Management for Construction 
Enterprises 

 
(2) 道路管理局（State Enterprise for Transport Management, SETM） 
クルガンチュベ管理局 SETM of Kurgan-Tyube Region 
Mr. Nurulloev B. 局長 Head 
Mr. Yakubov N. 同 副局長 Deputy Head  
Mr. Kholikov M. 同 主任技師 Chief Engineer  
Mr. Davlatov M. 同 主任機械技師 Chief Mechanic  
ヒッサール管理局 SETM of Gissar Region 
Mr. Mirzoev O. 主任技師 Chief Engineer 
Mr. Odinaev C. 同 生産管理部長 Head of Production and Technical Department  
Mr. Toirov O. 同 主任機械技師 Chief Mechanic 

 
(3) 道路維持管理事務所（State Enterprise on Highway Maintenace, SEHM） 
クルガンチュベ管理局管内 SEHMs under SETM of Kurgan-Tyube Region 
Mr. Karimov I. ボクタール事務所長 Head of SEHM of Bohtar, 
Mr. Bolotov Z. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Bohtar, 
Mr. Sobirov L. シャフリトゥーズ事務所長 Head of SEHM of Shakhrituz 
Mr. Gulyamov F. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Shakhrituz 
Mr. Aliev F. ピヤンジ事務所長 Head of SEHM of Pyanj 
Mr. Salamatov B. 同 主任技師 Head of SEHM of Pyanj 
Mr. Hurshidov Z. カボディアン事務所長 Head of SEHM of Kubodiyon 
Mr. Zafarov H. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Kubodiyon 
Mr. Ilyasov G. ジョミ事務所長 Head of SEHM of Jomi 
Mr. Ghaniev L. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Jomi 
Mr. Khamidov F. ルミ事務所長 Head of SEHM of Rumi 
Mr. Ghubanaliev Ch. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Rumi 
Mr. Ziyodov J. バクシ事務所長 Head of SEHM of Vaksh 
Mr. Ghoipov F. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Vaksh 
Mr. Alimardonov M. サルバンド事務所長 Head of SEHM of Sarband 

                                                        
6 2011 年 4 月 1 日付けで政府の組織改正により、運輸通信省（Ministry of Transport and Communication, MOTC）から運

輸省（Ministry of Transport, MOT）となった。 
7 日本国の無償案件をすべて担当していたが、2012 年 9 月の独立記念日までにシャリキスタントンネル工事完成督促の

ため現場常駐で不在のためハキモフ大臣が本調査を直接担当した。 
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Mr. Jumaboev F. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Sarband 
Mr. Safarboev M. ヌスリヒスラフ事務所長 Head of SEHM of Nusri-Hisrav 
Mr. Mahmatov B. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Nusri-Hisrav 
Mr. Zoirov T. クムサンギル事務所長 Head of SEHM of Kumsangir 
Mr. Qurbanov M. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Kumsangir 
Mr. Apsamatov R. ヤバン事務所長 Head of SEHM of Yavan 
Mr. Hamidov K. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Yavan 
Mr. Shamshodov S. ジルクール事務所長 Head of SEHM of Jilikul 
Mr. Rakhmatillaev D. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Jilikul 
Mr. Juraev Sh. フロソン事務所長 Head of SEHM of Huroson 
Mr. Holiqov M. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Huroson 
ヒッサール管理局管内 SEHMs under SETM of Gissar Region 
Mr. Rasulov K. バーダット事務所長 Head of SEHM of Vahdat 
Mr. Gulov T. ルダキ事務所長 Head of SEHM of Rudaki 
Mr. Ismatov J. バルゾフ事務所長 Head of SEHM of Varzob 
Mr. Kalandarov S. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Varzob 
Mr. Abdulaev S. トゥルソンザデ事務所長 Head of SEHM of Tursunzade 
Mr. Narzulloev H. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Tursunzade 
Mr. Muhamedov Sh. ヌレック事務所長 Chief Engineer of SEHM of Nurek 
Mr. Bahodurov N. ファイザバッド事務所長 Head of SEHM of Faizabad 
Mr. Kodirov Sh. 同 主任技師 Chief Engineer of SEHM of Faizabad 
Mr. Shirinov A. ログン事務所長 Head of SEHM of Rogun 

  
(4) 運輸省管理規制局（State Agency on Control and Regulation of Transportation） 

Mr. Rakhimov M. 国際陸運局 副局長 
Deputy Head of International Automobile Transportation Division 

Mr. Kurbonov Kh. 国営機関 運輸関連証明等業務センター 理事 
Director of State Unitary Enterprise “Center of Certification, Work and 
Service in Transport Section 

  
(5) アジア開発銀行地域事務所 （Resident Mission Office, Asia Dvelopment Bank） 

Ms. Chyngysheva A. 援助ポートフォリオ管理専門家 Portfolio Management Specialist
Mr. Nuriddinov F. プロジェクト担当 Project Officer 

  
(6) 欧州開発銀行地域事務所 

（Resident Mission Office, European Bank for Reconstruction and Development） 
Mr. Aliev S. 上級アナリスト Senior Analyst 

  
(7) 日本側面会者 
在タジキスタン日本大使館 
今橋 啓介 大使 
佐藤 亜希子 二等書記官 

  
JICA タジキスタン支所 
飯田 次郎 支所長 
Mr. Tojiddin Najmedinov Program Officer 

  
大日本土木土木（株） 第二次クルガンチュベ－ドゥスティ道路改修計画 施工業者 
野々垣 昌宏 作業所長 
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八束 利行 工事係 
東條 雅行 工事係 

  
ワールド開発工業（株）  
風間 光好 現場責任者（所長） 
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資料 5－参考資料/入手資料リスト 

番号 名称 形態 
オリジナル

・コピー 
発行機関 発行年 

1 
Asian highway classification and 

design standards 

WEB：

http://www.unescap.or

g/ttdw/common/tis/ah/

AnnexII-E.pdf 

オリジナル UNESCAP 2012 年 

2 

Presidential Degree #569, about 

seasonal limitations for cargo 

transportation 

図書 コピー 大統領府 
2011 年 

11 月 8 日

3 
Presidential Degree #250, about 

MOT 
図書 コピー 大統領府 

2011 年 

4 月 6 日

4 

Presidential Degree #779, about 

oversized and overweighed 

transportation 

図書 コピー 大統領府 
2006 年 

12 月 29 日

5 MOT 組織図 図面 コピー MOT 2012 年 

6 
Inception Report: CAREC Regional 

Road Corridor Improvement Project 
図書 コピー 

ADB, 

タジキスタン 

政府 

2012 年 

4 月 

7 
MOT, Fuel consumption table for 

2007-2011  
図書 コピー MOT 2011 年 

8 

National development strategy  

of the republic of Tajikistan  

for the period to 2015:  

Draft edition 

WEB：

http://amcu.gki.tj/eng/

images/stories/nds_en.

pdf 

オリジナル
タジキスタン 

政府 

2006 年 

8 月 

9 

National target development strategy 

for transport sector of the republic of 

Tajikistan to the year 2025:  

Draft edition 

図書 コピー 
タジキスタン 

政府 
2011 年 

10 

Transport sector master plan: 

Developing Tajikistan’s Transport 

Sector 

図書 コピー 

ADB, 

タジキスタン 

政府 

2011 年 

11 SETM Kuragn Tyube, Equipment list 図書 コピー MOT 2012 年 

12 
SETM Gissar,  

Equipment list 
図書 コピー MOT 2012 年 

13 
SETM Kuragn Tyube, Annual 

Budget for road maintenance 
図書 コピー MOT 2012 年 

14 
SETM Gissar, 

Annual Budget for road maintenance 
図書 コピー MOT 2012 年 
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